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法政大学教職課程センター・キャリアデザイン学部 共催シンポジウム 

いじめ問題を考える３ 
―いじめ防止実践の未来像― 

 
 

日  時：2017 年 2 月 22 日（水） 16：00～18：30（開場 15：30） 
会  場：法政大学市ケ谷キャンパス 外濠校舎 2 階 Ｓ205 教室 

 
 
 

＜プログラム＞ 

 
開会挨拶：高野 良一（法政大学教職課程センター副センター長・法政大学キャリアデ

ザイン学部教授） 
 

＜報告 1＞「学生のいじめ・いじめられ体験」から見るいじめの本質と課題 
佐貫 浩（法政大学キャリアデザイン学部教授） 

＜報告 2＞「なごや子ども応援委員会」の仕組みと活動 
高原 晋一（名古屋市教育委員会 子ども応援室 首席指導主事） 

 
＜講 演＞「いじめ防止対策推進法３年の成果と課題」～明らかになった今後の展望～ 

尾木 直樹（法政大学教職課程センター長） 
 
閉会挨拶：金山 喜昭（法政大学キャリアデザイン学部教授） 
 
司  会：遠藤 野ゆり（法政大学キャリアデザイン学部准教授） 
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開会挨拶 

法政大学教職課程センター副センター長・法政大学キャリアデザイン学部教授 高野 良一 
 

司会（遠藤） 本日はお忙しい中、法政大学の教職課

程センターとキャリアデザイン学部が共催するシンポ

ジウム「いじめ問題を考える 3―いじめ防止実践の未

来像―」にお越しいただきまして、誠にありがとうご

ざいます。 
最初に、法政大学教職課程センター副センター長、

キャリアデザイン学部教授の高野良一より、開会の挨

拶をいたします。 
 

高野 ご来場の皆さん、お忙しい中、ようこそシンポ

ジウムにお越しいただきました。これから「いじめ問

題を考える」をテーマとする 3 回目のシンポを始めた

いと思います。また、この場は、尾木直樹先生が法政

大学を退職されますので、その最終講義としても位置

づけております。そんなこともあって、このシンポジ

ウムはキャリアデザイン学部と教職課程センターの共

催になっております。 
では最初に、今回シンポの主題を少し説明したいと

思います。教職課程センターが法政大学に発足したの

は、2012 年でした。その発足に当たって開催したシン

ポジウムのテーマは「日本の教育課題と大学のあり方

を考える」でした。図らずも、その前年（2011 年）の

秋に大津市のいじめ自殺問題が表面化し、シンポジウ

ムでも日本の教育課題の一つとしていじめ問題を取り

上げました。そういう形で、いじめ問題とシンポジウ

ムの最初の出会いができたわけです。 
そして、翌 2013 年 10 月に、第 1 回目の「いじめ問

題を考える」を開催し、本格的にいじめ問題を取り上

げることになります。ご存じのように 2013 年 6 月に

「いじめ防止対策推進法」が立法化され、この立法も

テーマ設定の大きな理由になったことは言うまでもあ

りません。 
第 1 回シンポジウムで、私が印象深かったのは、ゲ

スト報告者として来ていただいた、自死をした子ども

の親である小森さんの発言でした。いじめを受けた側

の当事者が、「いじめたほうの子にも寄り添う」と話さ

れたことに感銘を受けました。と同時に、「学校の先生

方の対応を聞きたい」という提起もされました。その

場でも、お二人の教職経験者にコメントをしていただ

きましたが、やはり 1 回で終わるわけにはいかないと、

第 2 回のシンポジウム（2015 年 3 月）を開くことにし

ました。 
学校と教師による「予防のための教育のあり方」を

問う、第 2 回のシンポジウムでは、ゲスト講演者に、

いじめ予防教育に成果を上げてこられた足立区辰沼小

学校の仲野繁校長先生をお迎えしました。また、子ど

もの社会性の発達を研究してこられた本学文学部教授

の渡辺弥生先生に、心理学の立場から、対策法や学校

現場でどういう課題があるのかを話をしていただきま

した（補注：1 回目と 2 回目のシンポジウムの記録は、

『教職課程年報』No.11、13 に所収されているので、

興味のある方は詳しくはそちらをご覧ください）。 
以上の事態や経過については、後に尾木先生ご自身

が、大津事件にはじまり、この 3 年間についても、い

わば当事者の 1 人としてより詳しくお話しになると思

いますので、このぐらいにしたいと思います。今まさ

に、福島原発事故がらみのいじめ問題などが発生し、

期せずしていじめ問題がまたクローズアップされてい

ます。しかも、いじめ対策法自体も見直しをされてい

る最中という時期にあたって、幸か不幸か非常にタイ

ムリーなシンポジウムになりました。 
さて、後の尾木先生の最終講義レジュメでも論点の

1 つになっていますが、いじめ防止対策推進法をどう

考えるのか、つまり同法の見直しのあり方も含めてど

う考えるかは、今日のポイントになると思います。こ

れに関連して、立命館大学の野田正人さんという児童

福祉研究者が 2014 年当時に書いた論文（『季刊教育法』

No.182）のなかで、いじめ防止対策推進法の課題を 3
つ取り上げていたことを、参考までに私は紹介したい

と思います。 
その１つは、法ができたことは重要だが、いじめの

複雑な関係や構造が、法の中では単純化されすぎてい

るという点。いうまでもなく、いじめ・いじめられる

当事者間だけでなく、「観客」や「傍観者」、さらには

教師や親も含めた重層的な関係や構造の上に、いじめ

が生成しているということです。 
2 つ目は、子どもの発達の視点が希薄であるという

点。小学校でのいじめと中学生、思春期、あるいは大

学生でもひょっとしたらあるかもしれないですが、そ

ういう発達段階の視点を踏まえて、いじめやその防止

のあり方も考える必要があるということです。 
言い換えれば、いじめの問題というのは氷山の一角

であって、その背後にある子どもの社会性の発達の問

題、尾木先生のレジュメの中にはシチズンシップとい

う言葉も出てきますが、異質な他者とどう関係をつく

っていくかという論点が欠けていると野田さんは指摘

されています。 
そして最後の 3 つ目の課題が、いじめ防止対策の根
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幹は確かに被害者に対する支援やケアであることは間

違いありませんが、相互関係そのものや、加害者やそ

の他の関係者への働きかけという視点が手薄ではない

かという点に関わります。 
こういう 3 つの視点を踏まえて、今日の報告者を選

定いたしました。最初の佐貫教授の報告は、大学生の

体験を振り返る中で、先ほどの 2 つ目の課題や視点を

深めることができればと考えました。高原さんには、

名古屋市が非常に興味深いといいますか、教育行政と

いうより、もう少し子どもや親や学校に寄り添うよう

な支援組織をつくって体系的な働きかけ支援をやられ

ているので、1 つ目や 3 つ目の課題や視点に関わるお

話が聞けるものと期待いたします。 
そして最後に、尾木先生の最終講義です。例の調子

（「尾木ママ」）も出てくるかもしれませんが、レジュ

メを読むと非常に多面的で深い論点や話題が書いてあ

りますので、この 3 年間のいじめ問題とその克服に関

わる成果と課題を語っていただくことになると期待し

ています。2 時間を超えるシンポジウムですが、皆さ

んと一緒に問題や課題を考えていければと思います。

これをもって簡単ですが、主催者からの挨拶といたし

ます。（拍手） 
 

司会 それではシンポジウムを開始いたします。申し

遅れましたが、私は本日の司会進行を務めさせていた

だきますキャリアデザイン学部准教授の遠藤野ゆりと

申します。よろしくお願いいたします。 
それでは続きまして、講演に入らせていただきます。

最初に、法政大学キャリアデザイン学部教授で、法政

大学教職課程センターの前副センター長でありました

佐貫浩より、「『学生のいじめ・いじめられ体験』から

見るいじめの本質と課題」を、報告させていただきま

す。 
 

＜報告 1＞ 

大学生の｢いじめ・いじめられ体験｣から考える 

佐貫 浩 
佐貫といいます。私はここ数年、大学生のいじめ体

験の記録に取り組んできました。学生が書いたのは、

この 3 年間で 300 人分ぐらいあります。そのうちの 25
人分を資料としてお配りしております。私の話は要す

るにこれを読んでほしいということです。 
 

｢いじめ地獄｣が渦巻いている 

この 25 人は特別なものではありません。私の印象

では、300 人書いてくれたうちの 6～7 割は本当に心が

痛くなるような内容です。そして一言で言えば、今子

どもたちが生きている学校空間に、アリ地獄のように

いじめ地獄があちらこちらに渦を巻いているという印

象をうけました。だから、いじめというものを、単な

るいじめる人間といじめられる人間の関係として捉え

ていたのでは、絶対対処できないということを思いま

した。 
｢地獄｣の様相が書かれています。14 番目のものは、

「A 君を学校中でもコンビニにパシリに行かせ、自転

車で送り迎えさせ、過度の飲酒を強要。A 君に対して

難癖をつけて金を巻き上げ、A 君のお金がなくなった

ら親の財布からとってくることを指示する。A 君はと

ってこなかった結果、万引きを強要され、自動販売機

からたばこを不正にとることなどをやらされた。A 君

の裸の写真を撮り、みんなでヘラヘラしながら見てい

た。」などの様子がリアルに書かれています。 
他にも、不登校になったとか、知らない間に学校に

来なくなったとかいう状況がいっぱい書かれています。 
もうひとつ 18 番目のものを紹介しておきます。「は

じめから汚いと言っていたクラスの男の子たちは、A
さんをばい菌扱いし、A さんに近づいたり A さんの物

に触ったりすることを嫌がっていた。そして A さんの

持ち物をわざと触って、ばい菌をつけ合って逃げ回っ

て大騒ぎをしていた。クラスの女子はそこまではして

いなかったが、A さんには近づかず、掃除のときには

A さんの机だけは運ぼうとしなかった。／そのうちい

じめはエスカレートしていき、教室だけでなく廊下で

まで A さんを避けることが始まった。A さんが廊下を

通ろうとすると、みんながいっせいに廊下の両端にく

っついて A さんを避けた。それを見た他のクラスの人

たちも、最初は周りに同調して避けていただけだった

が、そのうち面白がって大げさに避けるようになった。

／やがて A さんのばい菌扱いは学年全体に広がり、A
さんのクラスの男子が A さんの持ち物を他のクラスに

投げ込み、投げ込まれたクラスでもばい菌のつけ合い

が始まった。それに対して A さんは、文句を言いなが

ら持ち物を拾っていた。」 
そういうことが繰り返される地獄に、毎日通うこと

のつらさは、想像を絶するものではないでしょうか。

しかしこれらは決して特別な例ではありません。この

ように、いじめられている子どもにとっては、本当に

自殺したい、こんな学校にはいられないという程の空

間が、100 ある学校のうちのたまたま 1 つの学校で起

こっているということではなしに、1 つの学校の中で

これぐらいのことが必ず 1 つや 2 つは起こっている。

そのように考えてみる必要があると思うのです。 
 
いじめ空間で生き延びる｢戦略｣ 

その中で子どもは、一体どういう立ち位置を取るか

です。私はそれを「いじめの中を生き抜く戦略」と呼
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んでいますが、3 つの戦略があります。 
第 1 は、そういう中で地獄の支配者になり、憂さ晴

らしをし、楽しみ、スリルをもって権力をもてあそぶ。

しかも子どもたちはそういう点ではある意味で天才で

す。どうやったら相手が困るかを、まだそんなに人生

経験も積んでいないのに、非常に敏感につかむのです。

人間というのは共同的でなければ生きられないという

ことを体感として知っているのでしょうね。だから相

手がどうやったら困るか、分かってしまうわけです。 
また、今まで仲良くしていた友達も、「こいつのいじ

めに加わらなければ、おまえをいじめるぞ」と、相手

を裏切ることを強要されます。最も非人間的な態度を

とらなければ生きられないという空間の中で子どもた

ちは生きていて、そして世界とはどのようにして生き

ていくものかを学んでいく。そういう空間が非常に広

く学校の中で展開し、その中で子どもはサバイバル戦

略を選んでいく。 
第 2 の立ち位置は、その中で安全な位置取りをする

ために空気を読み、権力に同調し、人間的思いを自ら

封じるものです。観衆や傍観者という位置取りが戦略

的に選び取られるわけです。学生たちは、そんな位置

取りをやってきたことをたくさん書いています。 
「いじめというものがいかに恐ろしいかを改めて実

感した。クラスという学校内における社会的集団は、

誰もが皆いじめの標的になることを恐れている。自分

がいじめられるぐらいなら他人をいじめたほうがよい

という感覚である。」――多くの学生がそのような考え

で対処してきたことを書いています。 
それから、こういう空間の中でリーダーシップが一

挙につぶされていくわけです。学級委員長になったこ

とに対して「教師に媚を売るな、いい子ぶるな」とい

うような声や眼差しが向けられる。 
「いじめで多いことは、異質性を持ったものの排除

ではありませんか。私はこのように考えています。つ

まり積極性を持った者やリーダーシップを発揮せんと

する者を異質と捉え、そういった人たちの成長の機会

などを奪い取ってしまうことがいじめには多いのです。

こういったいじめは個性を抑制させるだけでなく、本

当の自分の姿を出せなくなってしまいます。これは大

きな損失であると言えます。」 
いじめの権力とは、ある種の空間の権力です。そし

てそれがずっと子どもたちの間を回って、全体の空気、

権力に同調しない人間を探しだし、血祭りに上げてい

じめの犠牲者にするようになってしまう。その空間で

は全体の調子に自分を合わせる。そしておかしいこと

をおかしいと言う表現を封じて、自分が安全な位置を

占めるためには今どういう行動をとったらいいかとい

うことに汲々としていく。それに失敗したとき、いじ

めは自分を襲ってくる。いじめの観衆や傍観者という

のは、その中での安全な位置取りとして選びとられる

わけです。 
第 3 の位置取りは、もちろんその犠牲者です。まさ

にこの地獄に陥れられた者は、絶望を味わわされ、生

きられなくなり、深い心的外傷をも負わされる。自殺

を考えたとか不登校になったとかですね。 
徹底的に孤立させられる。その中で、例えば親にち

くったら徹底的にいじめられる。絶対親には言えない。

自殺させられた名古屋の大河内清輝君の例を見ると、

家のお金を何十万円も盗ませられる。それは家族やお

父さんを裏切ったわけだから、そのお父さんに助けを

求めることもできない。完全に孤立させる。 
そうすると、その支配者の顔色、考えていることを

先読みして、絶対それに逆らわない。すなわち、自分

の意思をなくすことで攻撃を受けないという戦略をと

るわけです。それはある意味で、絶望に置かれたもの

の位置取りなのです。そのため、自分の存在の価値が

ない、という思いが刻み込まれてしまう。 
 
空間の権力を取り押さえる基本視点 

私が考えてみたいのは、先ほども言ったように、こ

れは単にいじめている人間といじめられている人間と

の個別の関係ではないということです。そういう空間

というものは、1 つの波のように全体を支配して、そ

してその空間においては、人間の尊厳や人権や平等や

平和、あるいは他者を信頼できるという関係が剥奪さ

れることです。そういった中でどうやってサバイバル

するかを子どもたちが必死になって考える。というこ

とは、人権や人間の尊厳、民主主義、平等の価値を教

えるはずの学校教育のカリキュラムは、ほとんど効果

がない。というかそれと反対の｢価値｣こそが現実の規

範だということを思い知らせることになるわけです。 
そしてそういう事態に対して、いろいろ事情がある

にせよ、教師が本当の力になっていません。この手記

の中で教師の姿が 7、8 カ所出てきます。その中で子ど

もたちは教師に絶望します。教師に、自分がいじめら

れている苦しい思いをギリギリでしゃべっても、多く

の教師がそのことを本格的に受け止められない。それ

ばかりか教師に話したばっかりに余計に深刻化して孤

立するという事態がある。 
私は、このようないじめを捉えるための方法論を、

根本的に転換しないといけないと思います。どういう

ことか。 
第 1 に、いじめは決していじめる子どもといじめら

れる子どもとの関係だけで成り立つものではありませ

ん。いじめが展開していく空間の論理、すなわち人間

関係の論理、関係性の論理として成立している。そし
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幹は確かに被害者に対する支援やケアであることは間

違いありませんが、相互関係そのものや、加害者やそ

の他の関係者への働きかけという視点が手薄ではない

かという点に関わります。 
こういう 3 つの視点を踏まえて、今日の報告者を選

定いたしました。最初の佐貫教授の報告は、大学生の

体験を振り返る中で、先ほどの 2 つ目の課題や視点を

深めることができればと考えました。高原さんには、

名古屋市が非常に興味深いといいますか、教育行政と

いうより、もう少し子どもや親や学校に寄り添うよう

な支援組織をつくって体系的な働きかけ支援をやられ

ているので、1 つ目や 3 つ目の課題や視点に関わるお

話が聞けるものと期待いたします。 
そして最後に、尾木先生の最終講義です。例の調子

（「尾木ママ」）も出てくるかもしれませんが、レジュ

メを読むと非常に多面的で深い論点や話題が書いてあ

りますので、この 3 年間のいじめ問題とその克服に関

わる成果と課題を語っていただくことになると期待し

ています。2 時間を超えるシンポジウムですが、皆さ

んと一緒に問題や課題を考えていければと思います。

これをもって簡単ですが、主催者からの挨拶といたし

ます。（拍手） 
 

司会 それではシンポジウムを開始いたします。申し

遅れましたが、私は本日の司会進行を務めさせていた

だきますキャリアデザイン学部准教授の遠藤野ゆりと

申します。よろしくお願いいたします。 
それでは続きまして、講演に入らせていただきます。

最初に、法政大学キャリアデザイン学部教授で、法政

大学教職課程センターの前副センター長でありました

佐貫浩より、「『学生のいじめ・いじめられ体験』から

見るいじめの本質と課題」を、報告させていただきま

す。 
 

＜報告 1＞ 

大学生の｢いじめ・いじめられ体験｣から考える 

佐貫 浩 
佐貫といいます。私はここ数年、大学生のいじめ体

験の記録に取り組んできました。学生が書いたのは、

この 3 年間で 300 人分ぐらいあります。そのうちの 25
人分を資料としてお配りしております。私の話は要す

るにこれを読んでほしいということです。 
 

｢いじめ地獄｣が渦巻いている 

この 25 人は特別なものではありません。私の印象

では、300 人書いてくれたうちの 6～7 割は本当に心が

痛くなるような内容です。そして一言で言えば、今子

どもたちが生きている学校空間に、アリ地獄のように

いじめ地獄があちらこちらに渦を巻いているという印

象をうけました。だから、いじめというものを、単な

るいじめる人間といじめられる人間の関係として捉え

ていたのでは、絶対対処できないということを思いま

した。 
｢地獄｣の様相が書かれています。14 番目のものは、

「A 君を学校中でもコンビニにパシリに行かせ、自転

車で送り迎えさせ、過度の飲酒を強要。A 君に対して

難癖をつけて金を巻き上げ、A 君のお金がなくなった

ら親の財布からとってくることを指示する。A 君はと

ってこなかった結果、万引きを強要され、自動販売機

からたばこを不正にとることなどをやらされた。A 君

の裸の写真を撮り、みんなでヘラヘラしながら見てい

た。」などの様子がリアルに書かれています。 
他にも、不登校になったとか、知らない間に学校に

来なくなったとかいう状況がいっぱい書かれています。 
もうひとつ 18 番目のものを紹介しておきます。「は

じめから汚いと言っていたクラスの男の子たちは、A
さんをばい菌扱いし、A さんに近づいたり A さんの物

に触ったりすることを嫌がっていた。そして A さんの

持ち物をわざと触って、ばい菌をつけ合って逃げ回っ

て大騒ぎをしていた。クラスの女子はそこまではして

いなかったが、A さんには近づかず、掃除のときには

A さんの机だけは運ぼうとしなかった。／そのうちい

じめはエスカレートしていき、教室だけでなく廊下で

まで A さんを避けることが始まった。A さんが廊下を

通ろうとすると、みんながいっせいに廊下の両端にく

っついて A さんを避けた。それを見た他のクラスの人

たちも、最初は周りに同調して避けていただけだった

が、そのうち面白がって大げさに避けるようになった。

／やがて A さんのばい菌扱いは学年全体に広がり、A
さんのクラスの男子が A さんの持ち物を他のクラスに

投げ込み、投げ込まれたクラスでもばい菌のつけ合い

が始まった。それに対して A さんは、文句を言いなが

ら持ち物を拾っていた。」 
そういうことが繰り返される地獄に、毎日通うこと

のつらさは、想像を絶するものではないでしょうか。

しかしこれらは決して特別な例ではありません。この

ように、いじめられている子どもにとっては、本当に

自殺したい、こんな学校にはいられないという程の空

間が、100 ある学校のうちのたまたま 1 つの学校で起

こっているということではなしに、1 つの学校の中で

これぐらいのことが必ず 1 つや 2 つは起こっている。

そのように考えてみる必要があると思うのです。 
 
いじめ空間で生き延びる｢戦略｣ 

その中で子どもは、一体どういう立ち位置を取るか

です。私はそれを「いじめの中を生き抜く戦略」と呼
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んでいますが、3 つの戦略があります。 
第 1 は、そういう中で地獄の支配者になり、憂さ晴

らしをし、楽しみ、スリルをもって権力をもてあそぶ。

しかも子どもたちはそういう点ではある意味で天才で

す。どうやったら相手が困るかを、まだそんなに人生

経験も積んでいないのに、非常に敏感につかむのです。

人間というのは共同的でなければ生きられないという

ことを体感として知っているのでしょうね。だから相

手がどうやったら困るか、分かってしまうわけです。 
また、今まで仲良くしていた友達も、「こいつのいじ

めに加わらなければ、おまえをいじめるぞ」と、相手

を裏切ることを強要されます。最も非人間的な態度を

とらなければ生きられないという空間の中で子どもた

ちは生きていて、そして世界とはどのようにして生き

ていくものかを学んでいく。そういう空間が非常に広

く学校の中で展開し、その中で子どもはサバイバル戦

略を選んでいく。 
第 2 の立ち位置は、その中で安全な位置取りをする

ために空気を読み、権力に同調し、人間的思いを自ら

封じるものです。観衆や傍観者という位置取りが戦略

的に選び取られるわけです。学生たちは、そんな位置

取りをやってきたことをたくさん書いています。 
「いじめというものがいかに恐ろしいかを改めて実

感した。クラスという学校内における社会的集団は、

誰もが皆いじめの標的になることを恐れている。自分

がいじめられるぐらいなら他人をいじめたほうがよい

という感覚である。」――多くの学生がそのような考え

で対処してきたことを書いています。 
それから、こういう空間の中でリーダーシップが一

挙につぶされていくわけです。学級委員長になったこ

とに対して「教師に媚を売るな、いい子ぶるな」とい

うような声や眼差しが向けられる。 
「いじめで多いことは、異質性を持ったものの排除

ではありませんか。私はこのように考えています。つ

まり積極性を持った者やリーダーシップを発揮せんと

する者を異質と捉え、そういった人たちの成長の機会

などを奪い取ってしまうことがいじめには多いのです。

こういったいじめは個性を抑制させるだけでなく、本

当の自分の姿を出せなくなってしまいます。これは大

きな損失であると言えます。」 
いじめの権力とは、ある種の空間の権力です。そし

てそれがずっと子どもたちの間を回って、全体の空気、

権力に同調しない人間を探しだし、血祭りに上げてい

じめの犠牲者にするようになってしまう。その空間で

は全体の調子に自分を合わせる。そしておかしいこと

をおかしいと言う表現を封じて、自分が安全な位置を

占めるためには今どういう行動をとったらいいかとい

うことに汲々としていく。それに失敗したとき、いじ

めは自分を襲ってくる。いじめの観衆や傍観者という

のは、その中での安全な位置取りとして選びとられる

わけです。 
第 3 の位置取りは、もちろんその犠牲者です。まさ

にこの地獄に陥れられた者は、絶望を味わわされ、生

きられなくなり、深い心的外傷をも負わされる。自殺

を考えたとか不登校になったとかですね。 
徹底的に孤立させられる。その中で、例えば親にち

くったら徹底的にいじめられる。絶対親には言えない。

自殺させられた名古屋の大河内清輝君の例を見ると、

家のお金を何十万円も盗ませられる。それは家族やお

父さんを裏切ったわけだから、そのお父さんに助けを

求めることもできない。完全に孤立させる。 
そうすると、その支配者の顔色、考えていることを

先読みして、絶対それに逆らわない。すなわち、自分

の意思をなくすことで攻撃を受けないという戦略をと

るわけです。それはある意味で、絶望に置かれたもの

の位置取りなのです。そのため、自分の存在の価値が

ない、という思いが刻み込まれてしまう。 
 
空間の権力を取り押さえる基本視点 

私が考えてみたいのは、先ほども言ったように、こ

れは単にいじめている人間といじめられている人間と

の個別の関係ではないということです。そういう空間

というものは、1 つの波のように全体を支配して、そ

してその空間においては、人間の尊厳や人権や平等や

平和、あるいは他者を信頼できるという関係が剥奪さ

れることです。そういった中でどうやってサバイバル

するかを子どもたちが必死になって考える。というこ

とは、人権や人間の尊厳、民主主義、平等の価値を教

えるはずの学校教育のカリキュラムは、ほとんど効果

がない。というかそれと反対の｢価値｣こそが現実の規

範だということを思い知らせることになるわけです。 
そしてそういう事態に対して、いろいろ事情がある

にせよ、教師が本当の力になっていません。この手記

の中で教師の姿が 7、8 カ所出てきます。その中で子ど

もたちは教師に絶望します。教師に、自分がいじめら

れている苦しい思いをギリギリでしゃべっても、多く

の教師がそのことを本格的に受け止められない。それ

ばかりか教師に話したばっかりに余計に深刻化して孤

立するという事態がある。 
私は、このようないじめを捉えるための方法論を、

根本的に転換しないといけないと思います。どういう

ことか。 
第 1 に、いじめは決していじめる子どもといじめら

れる子どもとの関係だけで成り立つものではありませ

ん。いじめが展開していく空間の論理、すなわち人間

関係の論理、関係性の論理として成立している。そし
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てこの関係性の論理が子どもの非人間化の形成力とし

て作用している。 
第 2 に、そうだとするならば、いじめ対策はこの関

係性を組み替える教育、たたかいとして進められなけ

ればなりません。そのたたかいで実現されるべき価値

は、人権、平等、民主主義、個の尊厳、表現の自由、奴

隷的服従からの解放、身体的虐待の禁止、暴力の禁止、

自治等々です。 
第 3 に、いじめられている子どもたちが置かれてい

る状態を子どもたちが｢理解｣することから、いじめに

対抗する人間の心を作り出していかなければならない

という視点です。規範の徹底によるいじめの取り締ま

りという方法、特にいじめる人間を罰することで取り

締まるという方法は、それだけだと、周りの子どもた

ちがその状態に置かれている人間の苦しみを理解する

ことを飛ばして、いじめる人間にだけ規範を強制する

ことに終わってしまう性格が強くあります。 
｢大学生のいじめ・いじめられ体験｣には、大学生が、

自分の過去を振り返る中で、自分の置かれた状況や自

分の行動は、こんなにも非人間的だったかという悔恨

や反省が、書かれています。私はその認識を、大学生

になってではなく、いまいじめの中で生活している子

どもたち自身の認識にしなければならないと思うので

す。そんな教育は今までやったことがないと言われれ

ばそうですが、今子どもたちから、人間的な安心や平

等、自由、暴力に襲われない、隣にいる他者が自分を

支えてくれるという関係が奪われていて、毎日どうや

ってその中でサバイバルするかで、精神がギリギリま

で追い詰められて生きているとするなら、そういう状

態を克服することこそが日本の学校教育の最も根本的

な課題ではないかと思うのです。そのためには、今言

ったような価値をしっかりと子どもたちが知り、身に

つけ、主張するようにならなければならない。そして

いじめの中に置かれた子どもたちが、どれほどの人間

としての深い、恐ろしい苦しみや悲しみや無力感を味

あわせられているのかを、理解させなければならない、

気が付くようにしなければならないと思うのです。生

きられない、死んでしまいたいというぎりぎりの思い

を持って生きている友だちがそばにいることに気が付

くようにしなければならないと思うのです。 
愛知の大河内君の自殺の遺書があります。あれを読

んでみると、本当に地獄が見えてきます。それと同じ

ようなことがたくさん子どもたちの中に起こっている

わけです。そういう人間の存在のありように共感し、

人間的正義をなんとか取り戻したいというような人間

理解を、人間的感情を、子どもたちの中につくり出す

ことを本格的にやらないといけない。それができない

ならば民主主義教育は子どもの中で死んでしまう。日

本の中で展開できない。そういう事態であることを教

師自身が心から理解しなければいけない。 
私はそういう意味で、学生が、自分たちが味わって

きたある種の地獄、それから卑怯な自分、助けられな

かった自分、そしてその中で表現を封じられた自分、

自分の主張、正義を追求して声を挙げることをシュリ

ンクさせられて今まで来てしまったという後悔、等々

を、しっかり心に刻み込んで欲しいと思うのです。教

職に就く学生であればなおさらです。子どもたちが今

そういう状況で生きているということを理解して、そ

れらの子どもたちとともに、本当の、人間の尊厳を追

求し合うような学級を作るという決意をもって欲しい。

そういういじめ体験についての総括をして、教師とし

て現場に立つことを、ぜひめざして欲しい。そのため

に、私は学生にいじめの体験を書かせているのです。 
 
いじめとの取組は現代学校の最大の課題 

部分的な現象を取り上げて非常に大げさに言ってい

ると考えられるかもしれませんが、私はそうではない

と思っています。ほとんどの子どもたちが、今言った

ような空間の中で成長しています。これは歴史上かつ

てないことです。この事態に対して、大人や教師が、

どうして支えてくれないのかと、子どもたちは見てい

るのではないか、あるいは絶望しているのかもしれま

せん。 
いろいろな方法で、あるいはいじめ対策として行政

的な方法でこの事態に対処することはもちろん必要で

す。しかし根本的に必要なのは、この中に置かれてい

る子どもたちの困難を大人と教師が本当に理解するこ

とです。そして同時に、子ども自身がいじめの本質―

―人間を破壊する本質――を理解して、「これでは生き

られないよ」という感情、心を抱き、違った生き方を

求めたいと考えるようにすることです。それは既に、

いまの子どもたち自身の思いとして、潜在的に存在し

ていると思うのですが、その思いを意識化し、教室の

中に立ち上げることが必要です。 
そして子どもたち自身が、自分たちの世界で、人間

の尊厳を最も重要な価値として守り合い、互いにそれ

らを実現したいと思っているから、隣に生きている友

達を信頼できるという関係を作り出すことが必要です。

そしてそういう人間の心を信頼して生きていける空間

を、教室の中に作り出すことがいまこそ必要になって

いるのです。憲法的な正義や民主主義をいくら建前で

教えても、現実に子どもが生きている空間を、人間的

なものに組み替えない限り、子どもたちは絶対信用し

ない――人権や平和の価値や大人や教師のいうことを

──と思うのです。 
今道徳が教科化されようとしています。しかし、教
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科書を使ってやるような道徳教育でこの問題に対処す

ることはできません。教科書ではなく、現実の子ども

の生活を読み解き、批判し、その非人間的様相を明ら

かにし、それを勇気を持って組み替えるリアリティー

をもたない限り、いじめとはたたかえません。 
深刻な事態があれば、それを明らかにし、学校の授

業をストップしてでもそれと取り組むほどの力を込め

て、今の事態をどうするかを、教師と子どもで集中的

に考え、話し合い、解決の方法を見出していく取り組

みが必要です。子どもたちが安心して学校に来られて、

互いに友達を信頼して学びあえる関係、空気をつくる

ために、日本の学校全部が集中的な取り組みをする。

そして子どもたち自身が、いじめをやめさせるような

力学を自分たちの中に形成する。そういう新しい教育

実践を、日本の教育の中心課題にしなければならない。 
そう言う取り組みがなされてきたときがありました。

1980 年代、校内暴力があったときに、かなりの教師た

ちが、それをどうやって生徒自身の自治で克服するか

という教育実践に挑戦しました。今こそ、いじめの問

題に、大人と教師と子どもたちが、もちろん教育行政

も、一緒になって徹底的に取り組むべき時です。いじ

めに対抗する新しい教育実践を開くという方針を明確

に掲げなければならないと思います。 
 
大学における公共的コミュニケーション空間を

作り出す 

最後に 1 つだけつけ加えます。実はいじめのトラウ

マというか後遺症は、大学生の中に深く残っているの

です。その中心は何かと言うと、本当の表現ができな

いことです。茨城大学の土井隆義さんは、その病理を

「優しさの技法」と言いました。他者に「私はあなた

にとって優しい人間ですよ」ということを絶えず演じ

続けていないと、いつ外されるか分からないという恐

れから、本当の表現ができない。またいじめ空間は、

その権力に逆らって正義を主張する表現が封じられて

いきます。加えて、そもそも日本の学校空間は、｢正解｣

を答えることを求める空間であって、個人の考えを自

由に表現する空間ではないのです。表現の自由という

権利の感覚を高める作用がほとんど封じられてきたの

です。 
しかし、大学とは、何が正しいか、何が正義である

かをめぐって、科学的かつ社会的正義の規範の上で論

争するべき空間です。間違っていることには間違って

いると自由に批判できなければ、本当の真理探究はで

きません。しかし大学の中では、そういうことが非常

に難しい。他者をこれらの規範の上で批判することが、

あたかも人格攻撃をすることであるかに考えて、とて

も難しいと大学生は感じている。そのことも関係して、

大学で学ぶことの中心は、論争を必要としない、スキ

ルの獲得に一面化しつつあります。 
だが、大学が真理や正義、人間の尊厳のためにどう

すればいいかを論争し、間違っていることを率直に批

判する精神を高め、新しい共同をつくり出すための公

共的コミュニケーション空間をつくり出さないならば、

大学は日本の未来を担う人間を形成することはできな

いと思います。そして私はその力量が今、いじめのト

ラウマも加わって、奪われてきているのではないかと

思うわけです。 
いじめは子どもたちだけの問題ではなく、大学生、

さらには社会そのものの問題であると考え、それらに

今全力を挙げて取り組むことが必要です。そういう認

識と、事態に対処する方法論を、どうしても確立しな

ければならないと考えるのです。（拍手） 
 

司会 ありがとうございました。続きまして高原晋一

様より、「『なごや子ども応援委員会』の仕組みと活動」

についてご報告をいただきます。高原先生は現在、名

古屋市教育委員会、子ども応援室、首席指導主事でい

らっしゃいます。千葉県内で公立、私立の高等学校の

教諭をされましたあと、アメリカに渡られて、大学で

の日本語の講師やケンタッキー州において研究助手な

どを務められたあと、日本に帰国されてスクールカウ

ンセラーや大学の講師などを歴任されました。それで

は高原先生、お願いいたします。 
 

＜報告 2＞ 

「なごや子ども応援委員会」の仕組みと活動 

高原 晋一 
皆さん、こんにちは。高原と申します。私はいま名

古屋市の教育委員会に勤めているのですが、実家は東

京です。若いころは千葉県の学校に通って教えており

ました。そして、外国人の子どもに日本語を教える仕

事をしていたので、「アメリカで日本語を教えないか」

という話があってアメリカへ行きました。人生がどう

なるか、私も全然予見していなかったのですが、そこ

で「教師よりカウンセラーに向いている」とキャリア

カウンセラーに言われて、カウンセリングの勉強をし

て、今はカウンセラーになっています。日本では臨床

心理士も取りました。 
現在は教育委員会に勤めておりますが、私は「なご

や子ども応援委員会」の立ち上げの仕事をしています。

名古屋市は政令指定都市で、東京ほどでは当然ないの

ですが、独自の動きができる都市ですので、こういう

組織ができたということです。この子ども応援委員会

には、学校先生の出身者もおりますが、次の 4 つの職

種があり、先生とは違う仕事をしています。 
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てこの関係性の論理が子どもの非人間化の形成力とし

て作用している。 
第 2 に、そうだとするならば、いじめ対策はこの関

係性を組み替える教育、たたかいとして進められなけ

ればなりません。そのたたかいで実現されるべき価値

は、人権、平等、民主主義、個の尊厳、表現の自由、奴

隷的服従からの解放、身体的虐待の禁止、暴力の禁止、

自治等々です。 
第 3 に、いじめられている子どもたちが置かれてい

る状態を子どもたちが｢理解｣することから、いじめに

対抗する人間の心を作り出していかなければならない

という視点です。規範の徹底によるいじめの取り締ま

りという方法、特にいじめる人間を罰することで取り

締まるという方法は、それだけだと、周りの子どもた

ちがその状態に置かれている人間の苦しみを理解する

ことを飛ばして、いじめる人間にだけ規範を強制する

ことに終わってしまう性格が強くあります。 
｢大学生のいじめ・いじめられ体験｣には、大学生が、

自分の過去を振り返る中で、自分の置かれた状況や自

分の行動は、こんなにも非人間的だったかという悔恨

や反省が、書かれています。私はその認識を、大学生

になってではなく、いまいじめの中で生活している子

どもたち自身の認識にしなければならないと思うので

す。そんな教育は今までやったことがないと言われれ

ばそうですが、今子どもたちから、人間的な安心や平

等、自由、暴力に襲われない、隣にいる他者が自分を

支えてくれるという関係が奪われていて、毎日どうや

ってその中でサバイバルするかで、精神がギリギリま

で追い詰められて生きているとするなら、そういう状

態を克服することこそが日本の学校教育の最も根本的

な課題ではないかと思うのです。そのためには、今言

ったような価値をしっかりと子どもたちが知り、身に

つけ、主張するようにならなければならない。そして

いじめの中に置かれた子どもたちが、どれほどの人間

としての深い、恐ろしい苦しみや悲しみや無力感を味

あわせられているのかを、理解させなければならない、

気が付くようにしなければならないと思うのです。生

きられない、死んでしまいたいというぎりぎりの思い

を持って生きている友だちがそばにいることに気が付

くようにしなければならないと思うのです。 
愛知の大河内君の自殺の遺書があります。あれを読

んでみると、本当に地獄が見えてきます。それと同じ

ようなことがたくさん子どもたちの中に起こっている

わけです。そういう人間の存在のありように共感し、

人間的正義をなんとか取り戻したいというような人間

理解を、人間的感情を、子どもたちの中につくり出す

ことを本格的にやらないといけない。それができない

ならば民主主義教育は子どもの中で死んでしまう。日

本の中で展開できない。そういう事態であることを教

師自身が心から理解しなければいけない。 
私はそういう意味で、学生が、自分たちが味わって

きたある種の地獄、それから卑怯な自分、助けられな

かった自分、そしてその中で表現を封じられた自分、

自分の主張、正義を追求して声を挙げることをシュリ

ンクさせられて今まで来てしまったという後悔、等々

を、しっかり心に刻み込んで欲しいと思うのです。教

職に就く学生であればなおさらです。子どもたちが今

そういう状況で生きているということを理解して、そ

れらの子どもたちとともに、本当の、人間の尊厳を追

求し合うような学級を作るという決意をもって欲しい。

そういういじめ体験についての総括をして、教師とし

て現場に立つことを、ぜひめざして欲しい。そのため

に、私は学生にいじめの体験を書かせているのです。 
 
いじめとの取組は現代学校の最大の課題 

部分的な現象を取り上げて非常に大げさに言ってい

ると考えられるかもしれませんが、私はそうではない

と思っています。ほとんどの子どもたちが、今言った

ような空間の中で成長しています。これは歴史上かつ

てないことです。この事態に対して、大人や教師が、

どうして支えてくれないのかと、子どもたちは見てい

るのではないか、あるいは絶望しているのかもしれま

せん。 
いろいろな方法で、あるいはいじめ対策として行政

的な方法でこの事態に対処することはもちろん必要で

す。しかし根本的に必要なのは、この中に置かれてい

る子どもたちの困難を大人と教師が本当に理解するこ

とです。そして同時に、子ども自身がいじめの本質―

―人間を破壊する本質――を理解して、「これでは生き

られないよ」という感情、心を抱き、違った生き方を

求めたいと考えるようにすることです。それは既に、

いまの子どもたち自身の思いとして、潜在的に存在し

ていると思うのですが、その思いを意識化し、教室の

中に立ち上げることが必要です。 
そして子どもたち自身が、自分たちの世界で、人間

の尊厳を最も重要な価値として守り合い、互いにそれ

らを実現したいと思っているから、隣に生きている友

達を信頼できるという関係を作り出すことが必要です。

そしてそういう人間の心を信頼して生きていける空間

を、教室の中に作り出すことがいまこそ必要になって

いるのです。憲法的な正義や民主主義をいくら建前で

教えても、現実に子どもが生きている空間を、人間的

なものに組み替えない限り、子どもたちは絶対信用し

ない――人権や平和の価値や大人や教師のいうことを

──と思うのです。 
今道徳が教科化されようとしています。しかし、教
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科書を使ってやるような道徳教育でこの問題に対処す

ることはできません。教科書ではなく、現実の子ども

の生活を読み解き、批判し、その非人間的様相を明ら

かにし、それを勇気を持って組み替えるリアリティー

をもたない限り、いじめとはたたかえません。 
深刻な事態があれば、それを明らかにし、学校の授

業をストップしてでもそれと取り組むほどの力を込め

て、今の事態をどうするかを、教師と子どもで集中的

に考え、話し合い、解決の方法を見出していく取り組

みが必要です。子どもたちが安心して学校に来られて、

互いに友達を信頼して学びあえる関係、空気をつくる

ために、日本の学校全部が集中的な取り組みをする。

そして子どもたち自身が、いじめをやめさせるような

力学を自分たちの中に形成する。そういう新しい教育

実践を、日本の教育の中心課題にしなければならない。 
そう言う取り組みがなされてきたときがありました。

1980 年代、校内暴力があったときに、かなりの教師た

ちが、それをどうやって生徒自身の自治で克服するか

という教育実践に挑戦しました。今こそ、いじめの問

題に、大人と教師と子どもたちが、もちろん教育行政

も、一緒になって徹底的に取り組むべき時です。いじ

めに対抗する新しい教育実践を開くという方針を明確

に掲げなければならないと思います。 
 
大学における公共的コミュニケーション空間を

作り出す 

最後に 1 つだけつけ加えます。実はいじめのトラウ

マというか後遺症は、大学生の中に深く残っているの

です。その中心は何かと言うと、本当の表現ができな

いことです。茨城大学の土井隆義さんは、その病理を

「優しさの技法」と言いました。他者に「私はあなた

にとって優しい人間ですよ」ということを絶えず演じ

続けていないと、いつ外されるか分からないという恐

れから、本当の表現ができない。またいじめ空間は、

その権力に逆らって正義を主張する表現が封じられて

いきます。加えて、そもそも日本の学校空間は、｢正解｣

を答えることを求める空間であって、個人の考えを自

由に表現する空間ではないのです。表現の自由という

権利の感覚を高める作用がほとんど封じられてきたの

です。 
しかし、大学とは、何が正しいか、何が正義である

かをめぐって、科学的かつ社会的正義の規範の上で論

争するべき空間です。間違っていることには間違って

いると自由に批判できなければ、本当の真理探究はで

きません。しかし大学の中では、そういうことが非常

に難しい。他者をこれらの規範の上で批判することが、

あたかも人格攻撃をすることであるかに考えて、とて

も難しいと大学生は感じている。そのことも関係して、

大学で学ぶことの中心は、論争を必要としない、スキ

ルの獲得に一面化しつつあります。 
だが、大学が真理や正義、人間の尊厳のためにどう

すればいいかを論争し、間違っていることを率直に批

判する精神を高め、新しい共同をつくり出すための公

共的コミュニケーション空間をつくり出さないならば、

大学は日本の未来を担う人間を形成することはできな

いと思います。そして私はその力量が今、いじめのト

ラウマも加わって、奪われてきているのではないかと

思うわけです。 
いじめは子どもたちだけの問題ではなく、大学生、

さらには社会そのものの問題であると考え、それらに

今全力を挙げて取り組むことが必要です。そういう認

識と、事態に対処する方法論を、どうしても確立しな

ければならないと考えるのです。（拍手） 
 

司会 ありがとうございました。続きまして高原晋一

様より、「『なごや子ども応援委員会』の仕組みと活動」

についてご報告をいただきます。高原先生は現在、名

古屋市教育委員会、子ども応援室、首席指導主事でい

らっしゃいます。千葉県内で公立、私立の高等学校の

教諭をされましたあと、アメリカに渡られて、大学で

の日本語の講師やケンタッキー州において研究助手な

どを務められたあと、日本に帰国されてスクールカウ

ンセラーや大学の講師などを歴任されました。それで

は高原先生、お願いいたします。 
 

＜報告 2＞ 

「なごや子ども応援委員会」の仕組みと活動 

高原 晋一 
皆さん、こんにちは。高原と申します。私はいま名

古屋市の教育委員会に勤めているのですが、実家は東

京です。若いころは千葉県の学校に通って教えており

ました。そして、外国人の子どもに日本語を教える仕

事をしていたので、「アメリカで日本語を教えないか」

という話があってアメリカへ行きました。人生がどう

なるか、私も全然予見していなかったのですが、そこ

で「教師よりカウンセラーに向いている」とキャリア

カウンセラーに言われて、カウンセリングの勉強をし

て、今はカウンセラーになっています。日本では臨床

心理士も取りました。 
現在は教育委員会に勤めておりますが、私は「なご

や子ども応援委員会」の立ち上げの仕事をしています。

名古屋市は政令指定都市で、東京ほどでは当然ないの

ですが、独自の動きができる都市ですので、こういう

組織ができたということです。この子ども応援委員会

には、学校先生の出身者もおりますが、次の 4 つの職

種があり、先生とは違う仕事をしています。 
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1 つ目の職種はスクールカウンセラーです。カウン

セラーは、日本中ほとんどの皆さんが非常勤ですが、

なごや子ども応援委員会では常勤で週 5 日、先生と同

じ勤務時間で働いております。常勤だから非常勤の仕

事がたくさんできるというものではありません。まっ

たく質の違う仕事をしてもらっています。そのことは

あとで説明します。 
2 つ目は、今話題になっていると思うのですが、ス

クールソーシャルワーカーでして、日本ではほとんど

新しい仕事といえます。子ども応援委員会でもまだ何

をやったらいいのか自分たちでもよく分からない状態

です。子ども応援委員会は 3 年前に設置されたのです

が、本当に模索しながらやっている感じです。 
3 番目はスクールアドバイザーです。名前はアドバ

イザーですが、まとめ役です。元教師の人などに、学

校との連絡調整係などをやってもらっています。 
最後はスクールポリスです。退職した愛知県警の元

警察官の人に来てもらっていて、この人たちだけは非

常勤で働いています。運動会などがある日曜日などで

は時間の組み換えがすぐにできて、非常勤のほうが都

合のいいことがあるので、スクールポリスだけ非常勤

になっています。 
以上、職種が 4 つあるということです。名古屋市は

16 の区に分かれておりますが、非常に小さい区は 2 つ

を１つにして 11 のブロックに分けています。そのブロ

ックにおいて 1 つずつの中学校を選んで、この 4 職種

の方に常勤してもらっています。また加えて、周りの

同じ区内の 3 つか 4 つの学校にカウンセラーだけを派

遣している仕組みもあります。 
現在、子ども応援委員会のメンバーは全部で 74 人

います。来年度はまた 28 人ぐらい増えますので、4 月

からは 100 人位になり、非常に大きくなってきます。

平成 26 年度から始まりましたので、まだ 3 年目です。

日本で初めての試みで、何をやるのかいろいろ考えつ

つ、やってみてもできないというのもあり、試行錯誤

の毎日が続いています。 
いろいろな学校から本当に依頼が多くて、カウンセ

ラーは夜遅くなってしまう。教員より遅く残ってやる

人もいますので、どんどん増やしたいという構想があ

ります。名古屋市内には 110 の市立中学校があります

ので、2 年後ぐらいには全部に 1 人ずつ配置して全部

常勤化したいという構想で今やっております。その予

算がつくかどうかは未定です。 
先ほど大河内君いじめ事件の話がありましたが、愛

知県ではいじめによる自殺が何年かおきに起きていま

す。それを市長がだいぶ憂いて、「なんとかせよ」とい

うことで、市長だけでなく教育委員会全部がいろいろ

研究しました。名古屋市の姉妹都市であるロサンゼル

スの学校や、シドニーも姉妹都市ですが、そこも調べ

ました。 
また、アメリカの学校はどうなっているのか、私は

このときはまだ在職していないのですが、視察しまし

た。調べたところ、アメリカではカウンセラーは完全

に専門職で常勤化しており、スクールカウンセラーと

いう職種がある。日本にはスクールカウンセラーとい

う職種がないのは皆さん、ご存じでしたか。臨床心理

士というのはクリニカル・サイコロジストで、病院に

勤める心理士です。検査などが仕事で、ほかにいない

ので仕方がなく学校に来ている感じです。実は日本に

は、学校用の専門職のスクールカウンセラーはいない

のです。それをつくっていきましょうということで、

少し大変な話です。 
資料 1 の欧米の学校を見てみます。文科省で調べた

ところ、イギリスの教員数が 51％で、教員以外、その

ほかの特別支援の子の世話をするカウンセラーなどは

学年ごとに常勤でいるのが当たり前になっています。

約半分は先生ではない人たちか学校の職員がなってい

る。アメリカでも同じような状況で、どこに見にいっ

ても教員が半分。教員以外、いろいろなお世話をする

人が半分。これはティーチング・プロフェッショナル

とヘルピング・プロフェッショナルといいます。教え

る専門職とヘルピング、援助職が半分半分です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日本はどうなっているか。ほとんど学校の仕事は教

員になってしまっています。だから教える人たちが援

助の仕事までやろうとしてしまう。専門が分かれてい

ないのです。日本のような学校のシステムは、世界で

言ったら日本、中国、韓国ぐらいです。欧米はだいぶ

違う体制です。 
アメリカにアメリカスクールカウンセラー協会とい

うのがあるのですが、そこではきちんとガイドライン

があって、援助職は何をするかが定められています。

日本は非常勤のカウンセラーはいますが、今まであま

りはっきり職務内容は決まっていませんでした。今そ

れをつくっているようです。 
アメリカのカウンセラーは“包括的カウンセリング”

モデルというプログラムに基づいて仕事をします。包
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括的というのは「全部ひっくるめて」ということです。

すべての子どもを対象にする。不登校になったら面接

に来なさい、不登校の子だけ面接しますというのでは

なくて、全部の子どもがまずヘルピングの対象になり

ます。それからすべての側面に関わります。学校とい

うのはまず勉強を教えるところですよね。成績管理な

どの学業面の援助も実はカウンセラーがやっています。

日本の学校でいうと、教務の仕事もカウンセラーが責

任を持ってやってあげるのです。ほかの先生は授業を

教える専門家なので、そこに専念します。 
それから 2 番目が、社会的・心理的発達に関するこ

とです。どちらかと言うと一番カウンセラーっぽい仕

事です。健全に過ごせるように、学校生活がきちんと

できるようにしてあげる。 
それから 3 番目のキャリアというのは、日本でいう

進路指導とは少し違って、すごく幅が広いです。自分

は誰なのか、人生をどうやって生きていくのかなど、

アメリカは本当に子どもたちが多様なので、一人一人

見てあげないといけない。小学校の中学年ぐらいにな

ってくると、宗教観などが急に芽生えてきて、すごい

夢をみたりする。それをカウンセラーがきちんと聞い

てあげて、「どういう意味だろうね」ときちんと考えて

あげる。「うちは先祖にインディアンがいるから、そう

いう考え方もできちゃうんだよね」というように生き

方をきちんと聞いてあげると、健康的な成長を遂げて

いくということです。きちんと多様性を認めてあげる。

これはカウンセラーの大きな仕事です。 
これは Blocher という人が言っているのですが、開

発的支援、英語で言うと developmental program です。

日本語で「開発的」と訳してしまったので非常に分か

りにくくなってしまっているのですが、発達、成長を

助けてあげるということです。これがカウンセリング

の大きな目的です。 
もう 1 つの少し小さい目的は治療的な支援です。不

登校になってしまった、いろいろな問題が起きてしま

ったというときに治してあげるのは実は少し二次的な

仕事です。ソーシャルワーカーも一緒で、援助職はこ

ういう役割です。病気を治すなら病院に行かせればよ

く、学校の仕事ではありません。 
資料 2 をご覧になった方がいるかもしれないのです

が、包括的カウンセリングの一番底辺にあるのは、ま

ず子ども全員を見てあげることです。どういうことか

というと、例えば不登校になってしまった子を治して

あげます、面接しますというのが一番上のところです。

ともすると日本のカウンセリングは一番上しかやって

いないです。1 人治したら、また 2～3 人不登校になっ

てしまっていたとか、全然治っていかない。結局あま

り問題の解消になっていかないことが今の時点で分か

ってきている。では何が一番必要かと言うと、例えば

いじめは起きてしまったら非常に大変なので、起きる

前に見つけてあげて、そこで抑えましょうということ

です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ただ、簡単には抑えられないですよね。先生が見て

いてもよく見えていなかったり、子どもは何をやって

いるか分からなかったりがあるので、子ども同士が助

け合うような教育をここでしてあげる。これは第 1 次

の支援です。そこでも網から漏れてしまうというか、

リスクを抱えた、問題を持っている子が第 2 次支援の

対象です。まだ問題を起こしていない、でもリスクの

ある子どもたちを、アメリカではよくスモールグルー

プのカウンセリングといって、何人か同じようなリス

クを持った子どもを集めてカウンセリングする。これ

は日本ではほとんどやられていないのですが、これが

2 次支援です。このリスクの高い子どもを支援する。

そうすると最終的に問題を起こす人が本当に少なくな

るはずです。1 次、2 次、3 次。これはジョン・F・ケ

ネディ政権のときに、アメリカ全土でこのモデルを、

身体の健康面でも、精神面での精神病の予防にも使っ

たという考え方です。1 次支援をやるには、学校にも

常勤のカウンセラーがたくさんいないといけない。全

員に教育的な支援をしていかないといけない。 
さて、子ども応援委員会という名前ですが、“子ども”

というのはアメリカから学んだ child-centered という

考え方に基づいています。これはどういう意味だと思

いますか。“子ども中心”にしましょうとは、簡単なこ

とのようですが、いまだかつて正解を言えた人はあま

りいません。 
例えば日本の学校だと、子どもが学校にあまりなじ

んでいなかったり不登校になってしまったりすると、

学校不適応だと言いますよね。これはもうすでに子ど

も中心ではありません。子ども中心の見方だったら、

子どもが学校に来られないのは、学校のほうが子ども

のニーズに適応していないということです。そういう

捉え方をしていく。これはアメリカのカウンセリング

の考え方です。それを取り入れましょうというのが、

子ども中心にしましょうという意味です。 
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セラーは、日本中ほとんどの皆さんが非常勤ですが、
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新しい仕事といえます。子ども応援委員会でもまだ何
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校との連絡調整係などをやってもらっています。 
最後はスクールポリスです。退職した愛知県警の元

警察官の人に来てもらっていて、この人たちだけは非
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りはっきり職務内容は決まっていませんでした。今そ

れをつくっているようです。 
アメリカのカウンセラーは“包括的カウンセリング”

モデルというプログラムに基づいて仕事をします。包

 

－63－ 

括的というのは「全部ひっくるめて」ということです。

すべての子どもを対象にする。不登校になったら面接

に来なさい、不登校の子だけ面接しますというのでは

なくて、全部の子どもがまずヘルピングの対象になり

ます。それからすべての側面に関わります。学校とい

うのはまず勉強を教えるところですよね。成績管理な
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とのようですが、いまだかつて正解を言えた人はあま

りいません。 
例えば日本の学校だと、子どもが学校にあまりなじ

んでいなかったり不登校になってしまったりすると、

学校不適応だと言いますよね。これはもうすでに子ど

も中心ではありません。子ども中心の見方だったら、

子どもが学校に来られないのは、学校のほうが子ども

のニーズに適応していないということです。そういう

捉え方をしていく。これはアメリカのカウンセリング

の考え方です。それを取り入れましょうというのが、

子ども中心にしましょうという意味です。 
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それから“応援”ということにも意味があります。

ともすると大人が何かやってあげる。困ったら助けて

あげるから来いとか。これは今までの日本的な教育に

なってしまうかもしれないのです。本来は、子どもは

自分で勉強して、自分で育って、問題があったら自分

で解決する能力をつけるべきです。助けてあげるぞ、

助けてあげるぞと言いすぎると、子どもが解決する能

力があまり育たない、自立していけないことになって

しまうので、よく見ておいて、何かあったら助けてあ

げますが、子どもがのびのび育つのを応援しますよと

いう意味です。助けてあげるぞという上から目線はや

めましょうというのが、子ども応援委員会の名前に込

められています。 
文科省がすすめようとしている「チーム学校」の構

想とか、アクティブ・ラーニングとかには、少し子ど

も中心に近づけましょうという発想があります。子ど

もが自分で考える力をつけて、困ったときがあったら

カウンセラーのほうに自分から話しかける。これは非

常にカウンセラーも働きやすくなりますので、そうい

う風土をつくっていくのが「チーム学校」と私は捉え

ています。 
実はアメリカがそうです。アメリカには幼稚園から

スクールカウンセラーがいます。幼稚園でもスクール

カウンセラーというのですが、幼稚園も 1 年間ぐらい

義務教育の州が多いので、まずはすごく低学年のころ

から、「困ったことがあったら、怖くないからカウンセ

ラーのところに相談に行こうね」という習慣をつけて

しまいます。援助希求ということで、問題が変にこじ

れない前に必ず相談に行くのも自分の責任だよという

教え方をします。キャリアというと日本では進路と思

ってしまうのですが、実は進路指導というのは英語で

言うと vocational guidance で、全然違いますよね。キ

ャリアは「人生をどう生きるか」という非常に広い意

味です。そのキャリアカウンセリングから、アメリカ

のスクールカウンセリングが始まったという経緯があ

ります。 
具体的な活動をお話する時間がなくなってきました

が、それぞれの職種について簡単に紹介しておきます。

スクールカウンセラーは一番人数を多く配置していま

すが、相談活動を中心に、パニックを起こすような、

これはリスクが高いと 2 次支援になりますが、少し前

もって備えておいてあげることに留意しています。 
それからスクールソーシャルワーカーは機動性を大

切にして、どこにでも出かけるということで、宿泊研

修に一緒に行ったり、大変な子がいるとついていって

あげたりしています。スクールアドバイザーは学校と

の連絡調整、連絡係、それから会議をやるときのまと

め係や文書をつくってくれるなどをやっています。ス

クールポリスは、安全面の確保が中心です。 
一人一人の役割を見るとこうですが、子ども応援委

員会の目指しているところは、チーム対応ということ

です。1 人の子どもが問題を持っていたときに、4 職種

全員がきちんと連携して仕事をするということです。

その際、スクールアドバイザーはまずチーム会議を開

いて、「どうしましょう」とみんなと相談してまとめ役

にもなる。 
スクールカウンセラーは面接をしたり、対応策を考

えたり、拡大の予防を考えたりと心理面のケアをしま

す。それからソーシャルワーカーは家庭が問題なので

はないか、貧困家庭なのではないかと福祉面の援助を

考えてあげる。区役所や児童相談所とはまずこの人た

ちが連携をとります。区役所や児童相談所というのは、

そこの人たちと人間関係ができているとスムーズにパ

ッと動いてくれるのです。全然知らない人だと、たく

さん説明しないと動いてくれないのですが、そういう

関係づくりをソーシャルワーカーはやっています。 
スクールポリスは学校内外の安全確保、家庭訪問で

す。行ってみたら非常に怖い親御さんがいたりする。

ソーシャルワーカーが家庭訪問に行くときに、「必ず 2
人で行ってください」というようにしていて、スクー

ルポリスも一緒についていってあげるとわりといいと

いうことです。 
日本人にできないのが資料 3 の協働です。今まで日

本人はタテ社会で上下関係を気にしますから、「おれの

ほうが偉い」などという見方で人間関係を見てしまう

ので、横のつながり、協働があまりできないと言われ

ています。アメリカで主流の方法はマルティディシプ

リナリーと言い、それぞれが非常に高度な専門性を持

っていて、一人一人が自分の力を発揮していく。お互

いに領域を侵さないやり方です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
それだと非常に高度な専門性が必要です。まだ日本

にはスクールカウンセラーという専門職もないし、ス

クールソーシャルワーカーも始まったばかりで、アメ

リカ人ほど長い歴史があり訓練されているわけではあ

りません。ですから、もう少しみんなが力を合わせて

やりましょう、そのほうが日本型でいいよねというこ
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とで、インターディシプリナリーの形です。みんなチ

ーム会議をきちんと開いて、「あなたは何をやりましょ

う」「今回私はこれをやります」と、境界線を少しぼか

していく。 
それで最終的にはトランスディシプリナリーを目指

しています。その場にいた人がすぐ状況を察知してパ

ッと動いて、ほかの人はその動きを踏まえて動きます。

野球で言うと、球が飛んできたときに、誰が取るかを

パッと判断しないといけない。チームがよくないと、

お互いにぶつかってしまう。「自分が取る」「おまえが

取れ」とか、うまくいかないので、最終的にはトラン

スディシプリナリーです。ソーシャルワーカーの仕事

をカウンセラーがやってしまっても今は緊急だからい

いよというように、領域をだいぶぼかして使っていく。

これは非常に日本型のチーム、協働ではないかと考え

て、これを目指しています。 
写真を紹介します（写真略）。いじめをしないように、

小学校へ行って低学年のときから、いじめをしたら、

いじめがあったらどうなりますかというような授業、

予防教育をやってあげる。授業案もメンバーに自分た

ちで考えてもらってやっています。これはかなり新し

いです。カウンセラーでも授業なんてやったことがな

いので、なかなか苦労していますがとりあえずやって

います。これは道徳の授業でやりました。 
お母さんや保護者向けの子育てについての講演も行

います。これは非常勤のカウンセラーでもやっている

人は今もいると思います。こういうことに子ども応援

委員会は力を入れてやっています。家庭でもこういう

教育をしてくださいというような講演会をけっこう開 
いています。これはカウンセラーを中心に活動してい

ます。 
今まで援助職に入っていないと思うのですが警察で

す。不審者が入ってきたときにどうしましょうという

ことをきちんと。黄色いのを着ているのがスクールポ

リスです。これをやってあげると子どもは非常に安心

します。いざとなったら助けてあげますよという人た

ちがここにいます。 
資料 4 は、名古屋市立大学と組んでいろいろ授業を

やったときにとったアンケートの結果です。どれぐら

い効果があったとか、コミュニケーションスキルに有

意な差があるとか、やる前とやったあとでは少し伸び

ていますよとか、こんな効果がすでに出ています。 
資料 5 は平成 28 年のいじめ事案ですね。1 年間ぐら

いを費やして第三者委員会をつくって検討したのです

が、心理的、福祉的視点、学校の先生だけではなくいろ

いろな目を入れましょうということが検証報告で出さ

れ、子ども応援委員会が非常に期待されているところ

です。教師とは違った視点・観点ということが明記され 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

て、子ども応援委員会をもっと活用していきましょう

ということが出されました。 
まとめとして、子ども応援委員会の大きな特徴を 2

つ挙げるとすると、常勤の援助職であることと、単な

る常勤ではなく、チームとしてみんなで協力し合って

お互いの専門性を生かしていくということです。 
どうもありがとうございました。（拍手） 
 

司会 どうもありがとうございました。それではここ

で休憩に入らせていただきます。なお、シンポジウム

の後半はここまでの登壇者の方に再度ご登壇いただき、

討論の時間がございます。また、観客の皆様にもぜひ

積極的に討論にご参加いただきますようお願いいたし

ます。 
（休憩） 
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それから“応援”ということにも意味があります。

ともすると大人が何かやってあげる。困ったら助けて

あげるから来いとか。これは今までの日本的な教育に

なってしまうかもしれないのです。本来は、子どもは

自分で勉強して、自分で育って、問題があったら自分

で解決する能力をつけるべきです。助けてあげるぞ、

助けてあげるぞと言いすぎると、子どもが解決する能

力があまり育たない、自立していけないことになって

しまうので、よく見ておいて、何かあったら助けてあ

げますが、子どもがのびのび育つのを応援しますよと

いう意味です。助けてあげるぞという上から目線はや

めましょうというのが、子ども応援委員会の名前に込

められています。 
文科省がすすめようとしている「チーム学校」の構

想とか、アクティブ・ラーニングとかには、少し子ど

も中心に近づけましょうという発想があります。子ど

もが自分で考える力をつけて、困ったときがあったら

カウンセラーのほうに自分から話しかける。これは非

常にカウンセラーも働きやすくなりますので、そうい

う風土をつくっていくのが「チーム学校」と私は捉え

ています。 
実はアメリカがそうです。アメリカには幼稚園から

スクールカウンセラーがいます。幼稚園でもスクール

カウンセラーというのですが、幼稚園も 1 年間ぐらい

義務教育の州が多いので、まずはすごく低学年のころ

から、「困ったことがあったら、怖くないからカウンセ

ラーのところに相談に行こうね」という習慣をつけて

しまいます。援助希求ということで、問題が変にこじ

れない前に必ず相談に行くのも自分の責任だよという

教え方をします。キャリアというと日本では進路と思

ってしまうのですが、実は進路指導というのは英語で

言うと vocational guidance で、全然違いますよね。キ

ャリアは「人生をどう生きるか」という非常に広い意

味です。そのキャリアカウンセリングから、アメリカ

のスクールカウンセリングが始まったという経緯があ

ります。 
具体的な活動をお話する時間がなくなってきました

が、それぞれの職種について簡単に紹介しておきます。

スクールカウンセラーは一番人数を多く配置していま

すが、相談活動を中心に、パニックを起こすような、

これはリスクが高いと 2 次支援になりますが、少し前

もって備えておいてあげることに留意しています。 
それからスクールソーシャルワーカーは機動性を大

切にして、どこにでも出かけるということで、宿泊研

修に一緒に行ったり、大変な子がいるとついていって

あげたりしています。スクールアドバイザーは学校と

の連絡調整、連絡係、それから会議をやるときのまと

め係や文書をつくってくれるなどをやっています。ス

クールポリスは、安全面の確保が中心です。 
一人一人の役割を見るとこうですが、子ども応援委

員会の目指しているところは、チーム対応ということ

です。1 人の子どもが問題を持っていたときに、4 職種

全員がきちんと連携して仕事をするということです。

その際、スクールアドバイザーはまずチーム会議を開

いて、「どうしましょう」とみんなと相談してまとめ役

にもなる。 
スクールカウンセラーは面接をしたり、対応策を考

えたり、拡大の予防を考えたりと心理面のケアをしま

す。それからソーシャルワーカーは家庭が問題なので

はないか、貧困家庭なのではないかと福祉面の援助を

考えてあげる。区役所や児童相談所とはまずこの人た

ちが連携をとります。区役所や児童相談所というのは、

そこの人たちと人間関係ができているとスムーズにパ

ッと動いてくれるのです。全然知らない人だと、たく

さん説明しないと動いてくれないのですが、そういう

関係づくりをソーシャルワーカーはやっています。 
スクールポリスは学校内外の安全確保、家庭訪問で

す。行ってみたら非常に怖い親御さんがいたりする。

ソーシャルワーカーが家庭訪問に行くときに、「必ず 2
人で行ってください」というようにしていて、スクー

ルポリスも一緒についていってあげるとわりといいと

いうことです。 
日本人にできないのが資料 3 の協働です。今まで日

本人はタテ社会で上下関係を気にしますから、「おれの

ほうが偉い」などという見方で人間関係を見てしまう

ので、横のつながり、協働があまりできないと言われ

ています。アメリカで主流の方法はマルティディシプ

リナリーと言い、それぞれが非常に高度な専門性を持

っていて、一人一人が自分の力を発揮していく。お互

いに領域を侵さないやり方です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
それだと非常に高度な専門性が必要です。まだ日本

にはスクールカウンセラーという専門職もないし、ス

クールソーシャルワーカーも始まったばかりで、アメ

リカ人ほど長い歴史があり訓練されているわけではあ

りません。ですから、もう少しみんなが力を合わせて

やりましょう、そのほうが日本型でいいよねというこ
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とで、インターディシプリナリーの形です。みんなチ

ーム会議をきちんと開いて、「あなたは何をやりましょ

う」「今回私はこれをやります」と、境界線を少しぼか

していく。 
それで最終的にはトランスディシプリナリーを目指

しています。その場にいた人がすぐ状況を察知してパ

ッと動いて、ほかの人はその動きを踏まえて動きます。

野球で言うと、球が飛んできたときに、誰が取るかを

パッと判断しないといけない。チームがよくないと、

お互いにぶつかってしまう。「自分が取る」「おまえが

取れ」とか、うまくいかないので、最終的にはトラン

スディシプリナリーです。ソーシャルワーカーの仕事

をカウンセラーがやってしまっても今は緊急だからい

いよというように、領域をだいぶぼかして使っていく。

これは非常に日本型のチーム、協働ではないかと考え

て、これを目指しています。 
写真を紹介します（写真略）。いじめをしないように、

小学校へ行って低学年のときから、いじめをしたら、

いじめがあったらどうなりますかというような授業、

予防教育をやってあげる。授業案もメンバーに自分た

ちで考えてもらってやっています。これはかなり新し

いです。カウンセラーでも授業なんてやったことがな

いので、なかなか苦労していますがとりあえずやって

います。これは道徳の授業でやりました。 
お母さんや保護者向けの子育てについての講演も行

います。これは非常勤のカウンセラーでもやっている

人は今もいると思います。こういうことに子ども応援

委員会は力を入れてやっています。家庭でもこういう

教育をしてくださいというような講演会をけっこう開 
いています。これはカウンセラーを中心に活動してい

ます。 
今まで援助職に入っていないと思うのですが警察で

す。不審者が入ってきたときにどうしましょうという

ことをきちんと。黄色いのを着ているのがスクールポ

リスです。これをやってあげると子どもは非常に安心

します。いざとなったら助けてあげますよという人た

ちがここにいます。 
資料 4 は、名古屋市立大学と組んでいろいろ授業を

やったときにとったアンケートの結果です。どれぐら

い効果があったとか、コミュニケーションスキルに有

意な差があるとか、やる前とやったあとでは少し伸び

ていますよとか、こんな効果がすでに出ています。 
資料 5 は平成 28 年のいじめ事案ですね。1 年間ぐら

いを費やして第三者委員会をつくって検討したのです

が、心理的、福祉的視点、学校の先生だけではなくいろ

いろな目を入れましょうということが検証報告で出さ

れ、子ども応援委員会が非常に期待されているところ

です。教師とは違った視点・観点ということが明記され 
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つ挙げるとすると、常勤の援助職であることと、単な

る常勤ではなく、チームとしてみんなで協力し合って

お互いの専門性を生かしていくということです。 
どうもありがとうございました。（拍手） 
 

司会 どうもありがとうございました。それではここ

で休憩に入らせていただきます。なお、シンポジウム

の後半はここまでの登壇者の方に再度ご登壇いただき、
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積極的に討論にご参加いただきますようお願いいたし
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＜講 演＞ 

『いじめ防止対策推進法３年の成果と課題』 

～明らかになった今後の展望～ 

法政大学教職課程センター長 尾木 直樹 
 

司会 それでは後半のプログラムを始めさせていただ

きたいと思います。皆様どうかご着席をお願いいたし

ます。 
それでは法政大学教職課程センター長、尾木直樹よ

り、「いじめ防止対策推進法 3 年の成果と課題～明らか

になった今後の展望～」についての講演を行いたいと

思います。尾木先生、よろしくお願いいたします。 
 

尾木 どうもこんにちは、尾木直樹です。今日は尾木

ママではありません。法政大学教授としてばっちりと

胸をはっていきますので、よろしくお願いします。 
僕のテーマは、いじめ防止対策推進法施行 3 年目で、

今ちょうど見直しの最中です。基本方針も 2 月 28 日

が締め切りで今パブリックコメントを募集しています。

まだ間に合いますから、今日お帰りになったらみなさ

んもぜひ意見を挙げてほしいと思います。 
実は僕は今年の 3 月で法政大学の教職課程センター

長も終わりですし、大学の教授の仕事も定年退職なん

です。今、すごく伸びやかな気持ちです。 
振り返ってみますと、僕は新宿にある海城高校の教

員から始まって公立中学校の教員と、中高の教員を 22
年やってきました。それから教育評論家に転じて、最

初は非常勤講師で始まったのですが、なんと大学の教

員も 22 年なんです。トータル 44 年。よくまあやって

いたと思います。44 年で晴れてフリーの身になるとい

う感じです。 
それでこのごろ振り返ることが多くて、今回もいじ

め問題と自分はどう関わってきたのかを振り返ってみ

ました。最初に『いじめを超えて』という本を出した。

これは 6 人の共著です。1982～1983 年あたりは校内

暴力で現場はものすごい状況になってくるわけですよ

ね。金八さん（「3 年 B 組金八先生」）のドラマの世界

そのものになってきて。 
そして 1984～1985 年あたりからいじめが大問題に

なってきて、1986 年に例の中野富士見中学校の事件が

起きた。「このままじゃ生きジゴクになっちゃうよ」と

遺書を残して亡くなったということが、当時たいへん

な衝撃を社会に与えました。文科省がいじめの実態調

査を始めたのは 1984 年ぐらいから。データとして発

表されるのは 1985 年ですよね。 
『いじめを超えて』の出版日を見ると、1986 年 1 月

なのです。出版社が、すぐにこれは世間に伝えなけれ

ばいけないというので、現場の先生に書いてもらいた

いと頼まれて、この本を書いたんです。 
この帯に「いじめの事実を通して子ども達の集団を

高める視点で書かれた迫力ある感動的記録！」と書い

ています。集団をどう高めるのか。先ほど佐貫先生の

お話にも出ていましたが、教室空間の集団の文化のレ

ベルをどう高めるかというところに、当時は絞って実

践していたのです。そして、いじめが治まってこない

ことが気になってきて、今度は単著で出したのがこの

『いじめ』という本です。テーマは極めてシンプルで

す。発売日を見ると 1995 年の出版です。『いじめを超

えて』の約 10 年後に『いじめ』という本を書いた。サ

ブタイトルには「その発見と新しい克服法」と書かれ

ています。今こそ大人の勇気で子どもの命を守ろうと

社会に呼びかけているのです。 
中身を見ると、今問題となっていることの答えがす

でに全部ここに入っている。ほとんど書かれています。

ところがなかなかいじめの克服がうまく進んでいかな

いというので、次の 1996 年に出したのが『いじめっ

子』です。どうもいじめの加害者の指導がうまくいか

ない。そもそも、いじめる子がいなければいじめは起

きません。層としてのいじめっ子が今大量にいるわけ

ですが、層であろうが個人であろうが、いじめっ子が

いなければいじめを受ける子もいない、傍観者のつら

さを味わうこともないというので、いじめ加害者の側

の問題を徹底して分析してみようと書いたのがこの本

です。いじめ加害者の心理や克服のための実践などい

ろいろなことを浮き彫りにした。本にあるように、い

じめっ子にいじめをやめさせることがいじめ問題解決

の決め手ということです。 
それでもなかなか現場での実践が進まないというこ

とで、明くる年の 1997 年に、もっと分かりやすくしよ

うというので『いじめ防止実践プログラム』を書きま

した。このプログラムをやればいじめはもうなくなる

という確信を持って組み立てました。新任の先生でも

これをやってくだされば克服できるはずだという決定

版です。実は、今から 3 年前にいじめ防止対策推進法

案が制定された際、国会で議論しているときに、有名

なカウンセリングの國分（康孝）先生がやってきまし

て、「とにかく尾木さんが書いているいじめ防止プログ
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ラムをやれば、絶対にいじめをなくすことができる。

カウンセラーの立場からみても効果的な実践だ」と力

説されたのです。今回改訂されるいじめ防止の基本方

針について、現在政府の有識者会議をやっていますが、

この本に書いたことが全面的に取り入れられています。

ずいぶん遅いなと思います。 
僕は 1996 年に北欧諸国のスウェーデンや、いじめ

問題について世界で最も進んだ取組みをしていたノル

ウェーなどを視察して、どんな規模でいじめ克服が行

われているのかをつぶさに見てきました。そういう成

果もここには入れて書いたつもりです。 
それでも克服がなかなかうまくすすまないというこ

とで、今度は岩波のブックレットで『いじめ問題とど

う向き合うか』という本を 2007 年に出しました。これ

は手にとってもらいやすいようとにかくコンパクトに

まとめました。 
そして、これまでのいじめ問題について、その変遷

をまとめて書かなければいけないというので、岩波新

書を出したのが 2013 年です。『いじめ問題をどう克服

するか』というタイトルです。ほかにも、『いじめのな

い学校といじめっ子にしない子育て』とか PHP 文庫

の『「脱いじめ」論』など、いじめ問題について、その

都度テーマになっていることを捉えて分析し、世間に

発信してきました。 
前置きが長くなりましたが、今日のテーマとしては、

この 3 年間を振り返ってみて、どういう成果があり、

どういう課題が出てきているのか。この課題を解決す

るにはどうすればいいのか。大胆な提言をできればと

思っています。 
レジュメの最初、「『教職課程センター』のいじめ問

題に関する歩みを振り返る」というところがあります。

これは先ほど高野先生からのご挨拶の中できれいに述

べられたことと重複しています。それをまとめただけ

ですので省略しますが、このようにこのセンターも期

せずして、発足から今までずっといじめ問題と向き合

ってきました。先ほど高野先生がおっしゃっていたと

おり、センターを立ち上げた当時は、われわれはこん

なにいじめ問題ばかり取り組もうと思っていたわけで

はまったくなかったのです。 
ところがこの問題を避けて通るわけにはいかない。

子どもたちはみんな苦しんでいるし、お母さん方も苦

しんでいる状況。しかも今、子どもを守るべき保護者

の感覚が少しおかしくなってきているのです。あとか

らまた言いますが、わが子を責めてしまう傾向が強い

ように感じます。いじめられるのはうちの子も悪いの

だと。それでは子どもを守れません。 
1980 年代の最もひどかった、いじめられるほうも悪

いという世論の影響を受けているのかもしれません。

でも、それは完全な誤り。いじめるほうが 100％悪い

んです。いじめられるほうにどんなに発達的な問題や

個性、癖があったとしても、そのことをもっていじめ

るなんてとんでもないことです。そのことを理解でき

ていない方がまだまだ多いと感じます。こういうこと

についても提言しようかなと思っています。 
では、レジュメの 2 ページ目を見て下さい。いじめ

防止対策推進法の成果は何かということで、先ほど高

野先生のほうから 3 点にわたって提起された問題点、

課題はまったくそのとおりです。非常に鋭い指摘です

が、実はこれには裏があります。 
いじめ防止対策推進法の成立は、国会でわずか 4 時

間の審議で押し通したのです。この機会を逃すと、も

ういじめ防止対策推進法を成立させることはできない

だろうと。十分な内容でないとしても、時限立法とし

て制定して、施行 3 年目のタイミングで見直しより充

実した改訂案を成立させる。そこへかけていこうとい

うので押し切ったのです。 
あのときは参院本会議で賛成多数で可決されました。

成立までの経緯を思い出すと、本当に大変でした。民

主党政権時代にこういう立法化のエキスパートで、し

かもものすごく熱い議員さんがおられて、民主党を中

心に体系立ったいじめ防止対策推進法の原案を作って

いたのです。ものすごく充実した内容でしたよ。あと

は国会で成立させればいいという段階だった。しかし、

選挙で自民党が第一党となったため、自民党もいじめ

防止対策推進法の案を作成し、与野党で調整が行われ

ました。最終的には自民・民主など 6 党の共同提案で

可決。正直、課題の残る内容でした。でも、それでも

いいからまずはみんなで通してしまおう、それで 3 年

後にかけようと。僕なんかははっきりそう思ってやっ

てきたのです。 
だからあの法律を見ていただきますと、附帯決議が

やたら多い。参議院は 8 本、衆議院は 7 本入っている

のです。普通、附帯決議はそんなにたくさん入れない。

つまり条文に盛り込むのが間に合わなかったのです。

附帯決議というのは法的効力はありませんが、政治的

効果はありますから、とにかく入れておこうというの

でたくさん入ったのです。参議院の附帯決議の 3 番目

に、子ども主体でいじめ防止活動を展開しようという

のが明記されている。この“子ども主体”についても、

野党案のいじめ防止対策推進法では条文内に盛り込ま

れていたのに、結果的には附帯決議として入れるしか

なくなってしまった。それで不都合がたくさん出てき

ているということです。 
それでも僕は法制化の成果はあったと捉えています。

それはどんなことかと言うと、簡単に言うと、1 つは

立法化により学校や教師の義務が明確化されたという
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＜講 演＞ 

『いじめ防止対策推進法３年の成果と課題』 

～明らかになった今後の展望～ 

法政大学教職課程センター長 尾木 直樹 
 

司会 それでは後半のプログラムを始めさせていただ

きたいと思います。皆様どうかご着席をお願いいたし

ます。 
それでは法政大学教職課程センター長、尾木直樹よ

り、「いじめ防止対策推進法 3 年の成果と課題～明らか

になった今後の展望～」についての講演を行いたいと

思います。尾木先生、よろしくお願いいたします。 
 

尾木 どうもこんにちは、尾木直樹です。今日は尾木

ママではありません。法政大学教授としてばっちりと

胸をはっていきますので、よろしくお願いします。 
僕のテーマは、いじめ防止対策推進法施行 3 年目で、

今ちょうど見直しの最中です。基本方針も 2 月 28 日

が締め切りで今パブリックコメントを募集しています。

まだ間に合いますから、今日お帰りになったらみなさ

んもぜひ意見を挙げてほしいと思います。 
実は僕は今年の 3 月で法政大学の教職課程センター

長も終わりですし、大学の教授の仕事も定年退職なん

です。今、すごく伸びやかな気持ちです。 
振り返ってみますと、僕は新宿にある海城高校の教

員から始まって公立中学校の教員と、中高の教員を 22
年やってきました。それから教育評論家に転じて、最

初は非常勤講師で始まったのですが、なんと大学の教

員も 22 年なんです。トータル 44 年。よくまあやって

いたと思います。44 年で晴れてフリーの身になるとい

う感じです。 
それでこのごろ振り返ることが多くて、今回もいじ

め問題と自分はどう関わってきたのかを振り返ってみ

ました。最初に『いじめを超えて』という本を出した。

これは 6 人の共著です。1982～1983 年あたりは校内

暴力で現場はものすごい状況になってくるわけですよ

ね。金八さん（「3 年 B 組金八先生」）のドラマの世界

そのものになってきて。 
そして 1984～1985 年あたりからいじめが大問題に

なってきて、1986 年に例の中野富士見中学校の事件が

起きた。「このままじゃ生きジゴクになっちゃうよ」と

遺書を残して亡くなったということが、当時たいへん

な衝撃を社会に与えました。文科省がいじめの実態調

査を始めたのは 1984 年ぐらいから。データとして発

表されるのは 1985 年ですよね。 
『いじめを超えて』の出版日を見ると、1986 年 1 月

なのです。出版社が、すぐにこれは世間に伝えなけれ

ばいけないというので、現場の先生に書いてもらいた

いと頼まれて、この本を書いたんです。 
この帯に「いじめの事実を通して子ども達の集団を

高める視点で書かれた迫力ある感動的記録！」と書い

ています。集団をどう高めるのか。先ほど佐貫先生の

お話にも出ていましたが、教室空間の集団の文化のレ

ベルをどう高めるかというところに、当時は絞って実

践していたのです。そして、いじめが治まってこない

ことが気になってきて、今度は単著で出したのがこの

『いじめ』という本です。テーマは極めてシンプルで

す。発売日を見ると 1995 年の出版です。『いじめを超

えて』の約 10 年後に『いじめ』という本を書いた。サ

ブタイトルには「その発見と新しい克服法」と書かれ

ています。今こそ大人の勇気で子どもの命を守ろうと

社会に呼びかけているのです。 
中身を見ると、今問題となっていることの答えがす

でに全部ここに入っている。ほとんど書かれています。

ところがなかなかいじめの克服がうまく進んでいかな

いというので、次の 1996 年に出したのが『いじめっ

子』です。どうもいじめの加害者の指導がうまくいか

ない。そもそも、いじめる子がいなければいじめは起

きません。層としてのいじめっ子が今大量にいるわけ

ですが、層であろうが個人であろうが、いじめっ子が

いなければいじめを受ける子もいない、傍観者のつら

さを味わうこともないというので、いじめ加害者の側

の問題を徹底して分析してみようと書いたのがこの本

です。いじめ加害者の心理や克服のための実践などい

ろいろなことを浮き彫りにした。本にあるように、い

じめっ子にいじめをやめさせることがいじめ問題解決

の決め手ということです。 
それでもなかなか現場での実践が進まないというこ

とで、明くる年の 1997 年に、もっと分かりやすくしよ

うというので『いじめ防止実践プログラム』を書きま

した。このプログラムをやればいじめはもうなくなる

という確信を持って組み立てました。新任の先生でも

これをやってくだされば克服できるはずだという決定

版です。実は、今から 3 年前にいじめ防止対策推進法

案が制定された際、国会で議論しているときに、有名

なカウンセリングの國分（康孝）先生がやってきまし

て、「とにかく尾木さんが書いているいじめ防止プログ
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ラムをやれば、絶対にいじめをなくすことができる。

カウンセラーの立場からみても効果的な実践だ」と力

説されたのです。今回改訂されるいじめ防止の基本方

針について、現在政府の有識者会議をやっていますが、

この本に書いたことが全面的に取り入れられています。

ずいぶん遅いなと思います。 
僕は 1996 年に北欧諸国のスウェーデンや、いじめ

問題について世界で最も進んだ取組みをしていたノル

ウェーなどを視察して、どんな規模でいじめ克服が行

われているのかをつぶさに見てきました。そういう成

果もここには入れて書いたつもりです。 
それでも克服がなかなかうまくすすまないというこ

とで、今度は岩波のブックレットで『いじめ問題とど

う向き合うか』という本を 2007 年に出しました。これ

は手にとってもらいやすいようとにかくコンパクトに

まとめました。 
そして、これまでのいじめ問題について、その変遷

をまとめて書かなければいけないというので、岩波新

書を出したのが 2013 年です。『いじめ問題をどう克服

するか』というタイトルです。ほかにも、『いじめのな

い学校といじめっ子にしない子育て』とか PHP 文庫

の『「脱いじめ」論』など、いじめ問題について、その

都度テーマになっていることを捉えて分析し、世間に

発信してきました。 
前置きが長くなりましたが、今日のテーマとしては、

この 3 年間を振り返ってみて、どういう成果があり、

どういう課題が出てきているのか。この課題を解決す

るにはどうすればいいのか。大胆な提言をできればと

思っています。 
レジュメの最初、「『教職課程センター』のいじめ問

題に関する歩みを振り返る」というところがあります。

これは先ほど高野先生からのご挨拶の中できれいに述

べられたことと重複しています。それをまとめただけ

ですので省略しますが、このようにこのセンターも期

せずして、発足から今までずっといじめ問題と向き合

ってきました。先ほど高野先生がおっしゃっていたと

おり、センターを立ち上げた当時は、われわれはこん

なにいじめ問題ばかり取り組もうと思っていたわけで

はまったくなかったのです。 
ところがこの問題を避けて通るわけにはいかない。

子どもたちはみんな苦しんでいるし、お母さん方も苦

しんでいる状況。しかも今、子どもを守るべき保護者

の感覚が少しおかしくなってきているのです。あとか

らまた言いますが、わが子を責めてしまう傾向が強い

ように感じます。いじめられるのはうちの子も悪いの

だと。それでは子どもを守れません。 
1980 年代の最もひどかった、いじめられるほうも悪

いという世論の影響を受けているのかもしれません。

でも、それは完全な誤り。いじめるほうが 100％悪い

んです。いじめられるほうにどんなに発達的な問題や

個性、癖があったとしても、そのことをもっていじめ

るなんてとんでもないことです。そのことを理解でき

ていない方がまだまだ多いと感じます。こういうこと

についても提言しようかなと思っています。 
では、レジュメの 2 ページ目を見て下さい。いじめ

防止対策推進法の成果は何かということで、先ほど高

野先生のほうから 3 点にわたって提起された問題点、

課題はまったくそのとおりです。非常に鋭い指摘です

が、実はこれには裏があります。 
いじめ防止対策推進法の成立は、国会でわずか 4 時

間の審議で押し通したのです。この機会を逃すと、も

ういじめ防止対策推進法を成立させることはできない

だろうと。十分な内容でないとしても、時限立法とし

て制定して、施行 3 年目のタイミングで見直しより充

実した改訂案を成立させる。そこへかけていこうとい

うので押し切ったのです。 
あのときは参院本会議で賛成多数で可決されました。

成立までの経緯を思い出すと、本当に大変でした。民

主党政権時代にこういう立法化のエキスパートで、し

かもものすごく熱い議員さんがおられて、民主党を中

心に体系立ったいじめ防止対策推進法の原案を作って

いたのです。ものすごく充実した内容でしたよ。あと

は国会で成立させればいいという段階だった。しかし、

選挙で自民党が第一党となったため、自民党もいじめ

防止対策推進法の案を作成し、与野党で調整が行われ

ました。最終的には自民・民主など 6 党の共同提案で

可決。正直、課題の残る内容でした。でも、それでも

いいからまずはみんなで通してしまおう、それで 3 年

後にかけようと。僕なんかははっきりそう思ってやっ

てきたのです。 
だからあの法律を見ていただきますと、附帯決議が

やたら多い。参議院は 8 本、衆議院は 7 本入っている

のです。普通、附帯決議はそんなにたくさん入れない。

つまり条文に盛り込むのが間に合わなかったのです。

附帯決議というのは法的効力はありませんが、政治的

効果はありますから、とにかく入れておこうというの

でたくさん入ったのです。参議院の附帯決議の 3 番目

に、子ども主体でいじめ防止活動を展開しようという

のが明記されている。この“子ども主体”についても、

野党案のいじめ防止対策推進法では条文内に盛り込ま

れていたのに、結果的には附帯決議として入れるしか

なくなってしまった。それで不都合がたくさん出てき

ているということです。 
それでも僕は法制化の成果はあったと捉えています。

それはどんなことかと言うと、簡単に言うと、1 つは

立法化により学校や教師の義務が明確化されたという
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問題です。例えばいじめ防止基本方針には、いじめ防

止基本方針をきちんと公開しなければいけない、「いじ

め対策組織」を持たなければいけない、いじめに関す

る情報をつかんだら共有化しなければならない、教員

に対する研修を行わなければならない、などの義務が

明記されています。 
レジュメにも書きましたが、文科省の調査によりま

すと、99.9％の学校がいじめ対策組織を設置済みです

し、69.8％の学校がホームページに自校のいじめ防止

基本方針を公開しています。 
それから 2 つ目は地方行政の努力義務。残念ながら

「努力」という言葉がついているのです。だから努力

しなくてもペナルティーはないのよということになっ

てしまうのですが、努力義務の明確化というので、地

方におけるいじめ防止基本方針に関しては、都道府県

の 100％、市町村の 76.6％が策定済みでずいぶん広が

って定着をしているということ。 
それから一部の自治体や学校・教師は「いじめ防止

対策推進法」を武器や盾にして、先生方や教育委員会

を説得しながら防止教育に布石的な実践を生み出した

りしておられる。これを持ち出せば反対する先生はい

ないはずです。そういう好条件も生まれていて、頑張

っているところは突出して頑張っておられます。 
それから付け加えて言いますと、実践の中で、先ほ

どから高野先生がおっしゃってくださっている足立区

の辰沼小学校の仲野校長の実践は世界でもトップクラ

スだと思っています。世界一と言ってもいいと思いま

す。僕も多くの国を見て回りましたが、世界に誇るモ

デルケースをつくりつつあります。 
それから PTA、保護者、市民団体などにとっても、

やはりこれはやってくださいと言える 1 つの明確な基

準を持てたことは大きいと思う。学校との連携をどう

するのかというのも見えてきたということです。とり

わけ重大事態に関する国民的な意識の形成やご遺族や

被害者が戦う手段となっているということが言えると

思います。 
いろいろな重大事態が発生すると、第三者の調査委

員会が設置されるというのは一般的に浸透してきまし

たよね。第三者委員会についても、まだまだ課題はあ

るのですが、1 つのいい流れだと思います。 
それから海外からも評価を得ているということで、

今から 2 年前に、デンマークの王太子妃が来日された

際、ぜひ日本のいじめ防止について話を聞きたいとい

うので会ってお話させて頂いたことがありました。デ

ンマークなどはいじめが非常に少ないのですが、王太

子妃はいじめ防止の取り組みの理事長をやっておられ

るのです。だから日本ではどのようにして克服してい

るのかということで、この法律のこともお話ししまし

たら、デンマークでもまねをしたいとおっしゃってい

ました。そのように国際的な評価は非常に高い。 
しかしいじめ自体の連鎖が今止まらなくなっていま

す。これは大変な事態になってきたということです。

それから加害者指導がほとんど不可能になっている。

想像を絶する状況です。加害者指導ができない。大津

のいじめの事件がありましたね。僕も第三者調査委員

会で調査に入りました。あの裁判の決着がついて、警

察も加害生徒それぞれの処分に応じた対応を全部済ま

せています。それなのにいじめの加害者のほうが 3 人

結束して、被害者の遺族を訴えています。裁判で 4 年

半戦っているんです。信じられますか。亡くなった子

どもの親御さんを訴えているのです。その理由は何か

と言うと、「いじめ加害者」とされたことで自分たちは

侮辱された、それからいじめの第三者調査委員会の報

告書案は全面的に間違っているというのです。 
ご遺族の方は今苦しい戦い。加害者側は地元の有力

者であることが多いのです。学歴もある。今あちらこ

ちらで起きている事件の加害者側というのは見事にそ

うです。市会議院の議長さんであったり、大きな病院

の院長であったり。学校の教師で、勤め先ではいじめ

対策委員をやっているなんてケースもある。こんな状

況を放置しておいたら日本は駄目になると思います。

社会的なモラルが形成できない。 
それからもう 1 つは学校と教育委員会の隠蔽の問題

です。文科省の天下りなどもひどい構造ですから、教

育界は全部そういう体質なのではないかと言われると

困ってしまうのですが、隠蔽が相次いでいるという問

題。 
こういう問題が加速している。ちっとも前進してい

ないではないかとも思ってしまうわけですよね。進ん

でいるところでは進んでいるけれども。 
では課題は何か。順番に挙げてみます。まず、この

法律にはペナルティーがない。それは当初からメディ

アからも批判されていた。ペナルティーのないお題目

のような法律は役に立たないのではないかと指摘され

ていましたが、本当に形式化と空洞化が進んでいます。 
いじめ自殺事件が起きた学校はたいていホームペー

ジ上には立派なことを書いています。ところがいじめ

防止の対策の組織は機能していません。それからいじ

めの教育の研修は 1 度も開いていないのに年 2 回開き

ますと嘘を書いていたりする。嘘ばっかり。開いてい

ないのです。ペナルティーがないからやり過ごされる

のです。そういう問題があります。 
次に、これがすごく大きいのですが、学校や社会全

体の、子どもの命や人権を尊重するという認識が極め

て弱いという問題です。これはいじめの問題だけでは

ありません。例えば組体操。2011 年～2014 年の 4 年
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間連続、組体操で年間けがをして病院に運び込まれて

いる子は 8000 人を超えています。小中高あわせて。組

体操だけでですよ。そのうちの 2000 人以上が骨折と

いう重傷です。 
中学 3 年生の 10 段ピラミッドの場合、最下段の生

徒には最大 200 ㎏以上の重量がかかるという試算もあ

ります。そんな無茶なことをやり続けているのです。

こんな国は世界で日本だけです。文科省が慎重になり

なさいとか、あるいは大阪市の教育委員会はピラミッ

ドタワーは全部中止という通知を出しているにもかか

わらずいまだに熱心に取り組む学校も少なくありませ

ん。一体どういうことか。これは親の要求なのです。

親が最後の見せ場が見たい。しかし、サーカスではな

いだろうと。そういうことで、これは大きな問題を含

んでいます。子どもの命が守れないのです。 
それからいじめの問題というのは明確な犯罪行為で

す。暴力、暴行、暴言などは、一般社会であれば全部

犯罪です。僕もこのようにたくさん本を書いて、教育

の現場で、教育課題として何とか頑張ろうとしたので

すが、どうも教育課題だけでは無理だということが明

確なようです。教師がプライドをもって頑張るのはい

いのですが、もっと名古屋のように他の領域からたく

さんの力を借りる。文科省も「チーム学校」というこ

とを今スローガンに掲げていますが、やらなければい

けない。 
それから、法教育を徹底してやらなければいけない。

小学校でも必要です。一般社会の法律がどうなってい

て、殴ったり嫌がらせをしたりするのは犯罪行為なの

だということを教えなければいけない。それが将来的

なシチズンシップ教育にもつながっていくのだろうと

思っています。 
それからその下に書きましたが、今いじめ防止等の

ための基本的な方針の改訂案を政府が一生懸命つくっ

ていて、2 月 28 日締め切りでパブリックコメントを募

集しています。これにはぜひ協力していただけるとあ

りがたいと思います。ホームページを開くと、こんな

けっこう分厚いページが出てきますので、ぜひ見て意

見をどんどん出してください。文科省のほうも頑張っ

ておられますので、僕もぜひ協力したいと思います。 
それから教育委員会、学校の隠蔽がひどくなってい

ると先ほども言いました。つい 1 週間前に愛知県一宮

在住の中 3 の男の子が飛び降り自殺したというニュー

スが流れましたよね。いじめで亡くなった子がいて、

担任によるいじめだったのですが、はじめ学校は「生

徒が思い悩んでいたことは知らなかった」と言ってい

たのですが、遺族が「10 月にも言いに行っているし、

何回も相談したり担任を代えてと頼んだではないか」

と抗議をした。校長先生も、そのことは把握した上で

進路指導や学級活動はその先生を外して副担任にやら

せていたんですよ。それなのに、「いや、初めて知りま

した。気がつきませんでした」と、しゃあしゃあと嘘

をおっしゃるわけ。どうなっちゃったんだろうと。 
その後、PTA 総会では、ご遺族もおられるものです

から、「担任によるいじめです、申し訳なかった、担任

は自宅謹慎処分にしている」とか言っておきながら、

明くる日、記者会見では「担任のいじめとは認定でき

ない」とかね。もうね、どうなっているのかと言うほ

どおかしな隠蔽というか言い逃れです。 
横浜の原発避難いじめのことなども、皆さんよく知

っておられるとおり、ひどいじゃないですか。150 万

円のかつあげがいじめだったと認めて教育長がお詫び

するのに第三者調査委員会の答申が出てから 3 カ月か

かっているんですよ。被害にあった生徒が申し入れを

してやっと動いた。この間お詫びされましたけれども、

記者会見を聞いていて、僕はあきれました。中学 1 年

生の子どもが自分から 150 万円をあげていた。これは

非行事案であっていじめではないと言っていたんです

よ。「どうぞ教育長、その一部分、一面、局面だけを見

ないで、全体構造の中で見てほしい。僕がお金をあげ

た日だけはいじめられないから、そのためにあげてい

た。これはいじめなんです」ということを、被害生徒

が訴えた。そうしたら教育長のコメントが、「事実確認

に捉われ過ぎた、申し訳ありません」とお詫びしてい

るんです。 
それから仙台で中 1 の男の子が亡くなった事件でも、

学校の対応はひどかったんですよ。いじめを苦にした

自殺で亡くなったのに、担任がクラスになんと説明し

たかと言ったら、「彼は別の学校に転校しました」と。

亡くなったことになっていないのです。そのことを偶

然遺族が知って抗議して、1 年後に「実はあれはいじ

めによる自殺で亡くなっていたんです」と言ったわけ

です。 
教育委員会の先生方は、会うとそんなに変な人じゃ

ないですよ。ここがおかしいのです。何がそうさせて

いるのかを丁寧に読み解かないと、ただ怒っているだ

けでは話にならないのです。 
それから第三者の調査委員会が設置されるのはいい

のですが、メンバー構成や設置のあり方が遺族の心情

に沿っていないのです。横浜の教育委員会が設置した

原発避難いじめの第三者委員会は、調査をして、その

結果、「これは本人から積極的にあげていたからいじめ

ではない」という報告書を出したのです。それを岡田

（優子）教育長は「くつがえすわけにはいかない、確

かにそういうところがある」と言ってしまった。でも

あれは間違っているわけですよね。くつがえさなけれ

ばいけないのです。そもそも調査委員の選び方が間違



 

－68－ 

問題です。例えばいじめ防止基本方針には、いじめ防

止基本方針をきちんと公開しなければいけない、「いじ

め対策組織」を持たなければいけない、いじめに関す

る情報をつかんだら共有化しなければならない、教員

に対する研修を行わなければならない、などの義務が

明記されています。 
レジュメにも書きましたが、文科省の調査によりま

すと、99.9％の学校がいじめ対策組織を設置済みです

し、69.8％の学校がホームページに自校のいじめ防止

基本方針を公開しています。 
それから 2 つ目は地方行政の努力義務。残念ながら

「努力」という言葉がついているのです。だから努力

しなくてもペナルティーはないのよということになっ

てしまうのですが、努力義務の明確化というので、地

方におけるいじめ防止基本方針に関しては、都道府県

の 100％、市町村の 76.6％が策定済みでずいぶん広が

って定着をしているということ。 
それから一部の自治体や学校・教師は「いじめ防止

対策推進法」を武器や盾にして、先生方や教育委員会

を説得しながら防止教育に布石的な実践を生み出した

りしておられる。これを持ち出せば反対する先生はい

ないはずです。そういう好条件も生まれていて、頑張

っているところは突出して頑張っておられます。 
それから付け加えて言いますと、実践の中で、先ほ

どから高野先生がおっしゃってくださっている足立区

の辰沼小学校の仲野校長の実践は世界でもトップクラ

スだと思っています。世界一と言ってもいいと思いま

す。僕も多くの国を見て回りましたが、世界に誇るモ

デルケースをつくりつつあります。 
それから PTA、保護者、市民団体などにとっても、

やはりこれはやってくださいと言える 1 つの明確な基

準を持てたことは大きいと思う。学校との連携をどう

するのかというのも見えてきたということです。とり

わけ重大事態に関する国民的な意識の形成やご遺族や

被害者が戦う手段となっているということが言えると

思います。 
いろいろな重大事態が発生すると、第三者の調査委

員会が設置されるというのは一般的に浸透してきまし

たよね。第三者委員会についても、まだまだ課題はあ

るのですが、1 つのいい流れだと思います。 
それから海外からも評価を得ているということで、

今から 2 年前に、デンマークの王太子妃が来日された

際、ぜひ日本のいじめ防止について話を聞きたいとい

うので会ってお話させて頂いたことがありました。デ

ンマークなどはいじめが非常に少ないのですが、王太

子妃はいじめ防止の取り組みの理事長をやっておられ

るのです。だから日本ではどのようにして克服してい

るのかということで、この法律のこともお話ししまし

たら、デンマークでもまねをしたいとおっしゃってい

ました。そのように国際的な評価は非常に高い。 
しかしいじめ自体の連鎖が今止まらなくなっていま

す。これは大変な事態になってきたということです。

それから加害者指導がほとんど不可能になっている。

想像を絶する状況です。加害者指導ができない。大津

のいじめの事件がありましたね。僕も第三者調査委員

会で調査に入りました。あの裁判の決着がついて、警

察も加害生徒それぞれの処分に応じた対応を全部済ま

せています。それなのにいじめの加害者のほうが 3 人

結束して、被害者の遺族を訴えています。裁判で 4 年

半戦っているんです。信じられますか。亡くなった子

どもの親御さんを訴えているのです。その理由は何か

と言うと、「いじめ加害者」とされたことで自分たちは

侮辱された、それからいじめの第三者調査委員会の報

告書案は全面的に間違っているというのです。 
ご遺族の方は今苦しい戦い。加害者側は地元の有力

者であることが多いのです。学歴もある。今あちらこ

ちらで起きている事件の加害者側というのは見事にそ

うです。市会議院の議長さんであったり、大きな病院

の院長であったり。学校の教師で、勤め先ではいじめ

対策委員をやっているなんてケースもある。こんな状

況を放置しておいたら日本は駄目になると思います。

社会的なモラルが形成できない。 
それからもう 1 つは学校と教育委員会の隠蔽の問題

です。文科省の天下りなどもひどい構造ですから、教

育界は全部そういう体質なのではないかと言われると

困ってしまうのですが、隠蔽が相次いでいるという問

題。 
こういう問題が加速している。ちっとも前進してい

ないではないかとも思ってしまうわけですよね。進ん

でいるところでは進んでいるけれども。 
では課題は何か。順番に挙げてみます。まず、この

法律にはペナルティーがない。それは当初からメディ

アからも批判されていた。ペナルティーのないお題目

のような法律は役に立たないのではないかと指摘され

ていましたが、本当に形式化と空洞化が進んでいます。 
いじめ自殺事件が起きた学校はたいていホームペー

ジ上には立派なことを書いています。ところがいじめ

防止の対策の組織は機能していません。それからいじ

めの教育の研修は 1 度も開いていないのに年 2 回開き

ますと嘘を書いていたりする。嘘ばっかり。開いてい

ないのです。ペナルティーがないからやり過ごされる

のです。そういう問題があります。 
次に、これがすごく大きいのですが、学校や社会全

体の、子どもの命や人権を尊重するという認識が極め

て弱いという問題です。これはいじめの問題だけでは

ありません。例えば組体操。2011 年～2014 年の 4 年
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間連続、組体操で年間けがをして病院に運び込まれて

いる子は 8000 人を超えています。小中高あわせて。組

体操だけでですよ。そのうちの 2000 人以上が骨折と

いう重傷です。 
中学 3 年生の 10 段ピラミッドの場合、最下段の生

徒には最大 200 ㎏以上の重量がかかるという試算もあ

ります。そんな無茶なことをやり続けているのです。

こんな国は世界で日本だけです。文科省が慎重になり

なさいとか、あるいは大阪市の教育委員会はピラミッ

ドタワーは全部中止という通知を出しているにもかか

わらずいまだに熱心に取り組む学校も少なくありませ

ん。一体どういうことか。これは親の要求なのです。

親が最後の見せ場が見たい。しかし、サーカスではな

いだろうと。そういうことで、これは大きな問題を含

んでいます。子どもの命が守れないのです。 
それからいじめの問題というのは明確な犯罪行為で

す。暴力、暴行、暴言などは、一般社会であれば全部

犯罪です。僕もこのようにたくさん本を書いて、教育

の現場で、教育課題として何とか頑張ろうとしたので

すが、どうも教育課題だけでは無理だということが明

確なようです。教師がプライドをもって頑張るのはい

いのですが、もっと名古屋のように他の領域からたく

さんの力を借りる。文科省も「チーム学校」というこ

とを今スローガンに掲げていますが、やらなければい

けない。 
それから、法教育を徹底してやらなければいけない。

小学校でも必要です。一般社会の法律がどうなってい

て、殴ったり嫌がらせをしたりするのは犯罪行為なの

だということを教えなければいけない。それが将来的

なシチズンシップ教育にもつながっていくのだろうと

思っています。 
それからその下に書きましたが、今いじめ防止等の

ための基本的な方針の改訂案を政府が一生懸命つくっ

ていて、2 月 28 日締め切りでパブリックコメントを募

集しています。これにはぜひ協力していただけるとあ

りがたいと思います。ホームページを開くと、こんな

けっこう分厚いページが出てきますので、ぜひ見て意

見をどんどん出してください。文科省のほうも頑張っ

ておられますので、僕もぜひ協力したいと思います。 
それから教育委員会、学校の隠蔽がひどくなってい

ると先ほども言いました。つい 1 週間前に愛知県一宮

在住の中 3 の男の子が飛び降り自殺したというニュー

スが流れましたよね。いじめで亡くなった子がいて、

担任によるいじめだったのですが、はじめ学校は「生

徒が思い悩んでいたことは知らなかった」と言ってい

たのですが、遺族が「10 月にも言いに行っているし、

何回も相談したり担任を代えてと頼んだではないか」

と抗議をした。校長先生も、そのことは把握した上で

進路指導や学級活動はその先生を外して副担任にやら

せていたんですよ。それなのに、「いや、初めて知りま

した。気がつきませんでした」と、しゃあしゃあと嘘

をおっしゃるわけ。どうなっちゃったんだろうと。 
その後、PTA 総会では、ご遺族もおられるものです

から、「担任によるいじめです、申し訳なかった、担任

は自宅謹慎処分にしている」とか言っておきながら、

明くる日、記者会見では「担任のいじめとは認定でき

ない」とかね。もうね、どうなっているのかと言うほ

どおかしな隠蔽というか言い逃れです。 
横浜の原発避難いじめのことなども、皆さんよく知

っておられるとおり、ひどいじゃないですか。150 万

円のかつあげがいじめだったと認めて教育長がお詫び

するのに第三者調査委員会の答申が出てから 3 カ月か

かっているんですよ。被害にあった生徒が申し入れを

してやっと動いた。この間お詫びされましたけれども、

記者会見を聞いていて、僕はあきれました。中学 1 年

生の子どもが自分から 150 万円をあげていた。これは

非行事案であっていじめではないと言っていたんです

よ。「どうぞ教育長、その一部分、一面、局面だけを見

ないで、全体構造の中で見てほしい。僕がお金をあげ

た日だけはいじめられないから、そのためにあげてい

た。これはいじめなんです」ということを、被害生徒

が訴えた。そうしたら教育長のコメントが、「事実確認

に捉われ過ぎた、申し訳ありません」とお詫びしてい

るんです。 
それから仙台で中 1 の男の子が亡くなった事件でも、

学校の対応はひどかったんですよ。いじめを苦にした

自殺で亡くなったのに、担任がクラスになんと説明し

たかと言ったら、「彼は別の学校に転校しました」と。

亡くなったことになっていないのです。そのことを偶

然遺族が知って抗議して、1 年後に「実はあれはいじ

めによる自殺で亡くなっていたんです」と言ったわけ

です。 
教育委員会の先生方は、会うとそんなに変な人じゃ

ないですよ。ここがおかしいのです。何がそうさせて

いるのかを丁寧に読み解かないと、ただ怒っているだ

けでは話にならないのです。 
それから第三者の調査委員会が設置されるのはいい

のですが、メンバー構成や設置のあり方が遺族の心情

に沿っていないのです。横浜の教育委員会が設置した

原発避難いじめの第三者委員会は、調査をして、その

結果、「これは本人から積極的にあげていたからいじめ

ではない」という報告書を出したのです。それを岡田

（優子）教育長は「くつがえすわけにはいかない、確

かにそういうところがある」と言ってしまった。でも

あれは間違っているわけですよね。くつがえさなけれ

ばいけないのです。そもそも調査委員の選び方が間違



 

－70－ 

っていたわけです。 
私が参加していた大津の調査委員会は、滋賀県出身

の方を、カウンセラーが 6 人もいながら 1 人も入れな

かったのです。地域の中ではいろいろなつながりがあ

りますし、調査委員会に地元の有力者が選ばれてしま

ったら何も言えなくなるでしょう。それから地元の大

学の教授が入ってはだめなのです。大学にとって教育

委員会はたいへんなお得意様というか大事にしなけれ

ばいけない対象ですから、そこにはっきりものが言え

ない。だからそれを避けるために地元の方を入れない。

それはすごく重要な原則だと思います。でも、実際は

ほとんど守られていません。 
それから先ほどから繰り返していますが、加害者指

導がほとんどされない、できないということです。一

言でなぜかと言うと、加害者本人がいじめだと思って

いないから。先ほど大津の例で言いましたように、暴

力、暴行したことに対する処分を受けました。だけど

それはいじめではないと言うわけです。このような場

合には、いじめ、という言葉を使わない方が指導の上

では効果的。「お宅の子、いじめをしてますよ」と言わ

れて、「それはいけない。指導して下さい」と受け止め

る親は少ない。「ふざけただけ」「いじめではない」と

反発が起きるでしょう。 
それからいじめ解決の定義が、学校や教師の主観に

委ねられてしまっていること。いじめが解決したかど

うかは被害者が決めることです。もう安心して学校に

行ける、あの子はにらんだりしない、クラスの子がみ

んな仲良くしてくれるなどと被害者本人が実感できて

いるかどうか。ホッとできるというようになったか、

ならないかは被害者に聞かなければ分からないのに、

「解決済み」という判断はほとんどの場合学校の先生

方が下しているんですよ。あり得ないでしょう。調査

ではいじめの解消率としてでたらめな数字が報告され

ています。 
それから子ども主体のいじめ活動の貧弱さというこ

とが 1 つ言えます。素晴らしい実践もあるのですが、

全体として言えば極めて貧弱である。それから相変わ

らずの「いじめアンケート調査」方式。「あなたはいじ

められますか」「いじめはどれぐらいありますか」とい

う調査をやっているのです。ひどい学校は多ければ多

いほどいいと毎週やっているのです。毎週。でも、こ

んな聞き方で何回調査しても実態をつかむことは難し

いでしょう。子どもたちは目をつぶっていても答えら

れる。1 番左側の「知らない」というところをピュッと

出すだけ。アンケート調査というのは本来それ自体が

教育的な営みであるべきなのです。本当にひどい。 
文科省の調査で 1000 人あたりのいじめの認知件数

というのが発表されますよね。2015 年度の調査で一番

多い県は京都府で、去年 1000 人あたり 90.6 人でした。

ところが全国平均は 16.4 人とストンと落ちます。一番

少ない佐賀県はわずか 3.5 人です。ここには何がある

のかと言うと、調査の仕方が統一されていなくて、自

治体によってバラバラなのです。京都がこんなに多く

なるのは、「あなたは嫌な思いをしましたか」「嫌な思

いをしている子を見ましたか」と、いじめの中身で聞

いている。いじめという言葉を使わない。そして京都

の場合、いじめをなくそうと各中学校の連合生徒会が

主体となった教育活動が盛んに行われているのです。

だから子どもたちのいじめに対するセンスが、感度が

あがっています。「これはいじめだよ」というようにパ

ッと見えるわけです。それで返ってくる数字が多くな

ります。このように、いじめに対して熱心に取り組ん

でいればいじめの認知件数も多くなるものなのです。 
今回のいじめ防止基本方針改定の中で、文科省はど

のように修正しようとしているかと言いますと、学校

評価においては、いじめの有無や認知件数が多いか少

ないかだけでなく、いじめを隠蔽せず、実態をきちん

と把握し対応できるような体制・取り組みをしている

かを評価するようにというのです。そうまでしないと

いけないくらいいじめの認知件数が異様に少ない、つ

まりいじめに対してきちんと取り組んでいない自治体

が多いということです。 
それから先ほども言いましたが、保護者のいじめ被

害者に対する意識の問題。圧倒的多数の親が、多かれ

少なかれ「いじめられるほうも悪い」という認識を持

っている。これでは被害を受けているわが子を守れな

い。背景にある親の心理を見ていきますと、多くの場

合、親自身が深い後遺症を抱えている。そういうお母

さんに話を聞いてみると、みんな自分がいじめられた

経験があるのです。 
だからこれは国家ぐるみで、今の親御さんたちの意

識をどうやって変えていけばいいのか、というところ

も考えていく必要があると思います。そうでないと根

本的に子どもたちが救われない。 
また、いじめに軽重はなく、命に関わる問題である

という認識が弱い。今度のいじめ防止基本方針の改定

案では、いじめの対応を最優先すべき業務だと言って

います。だから職員会議よりも部活よりも、それらを

さておいて、何よりもいじめが発生したら早急にいじ

め対策組織に報告し対応しなさいと。そこまで書いて

もらわないと現場は動けない。情けないと思いません

か。 
また、原発避難いじめが問題になっていることを受

け、今回の改定案では東日本大震災で被災した子ども

へのケアについても言及しています。細心の注意を払

うようにと。私たち教職課程センターはたくさんの学

 

－71－ 

生を教育現場に送り込んでいます。今日も今年の合格

者の体験を聞く会というのを先ほどやってきたのです

が、みんなすばらしい子です。現場にそういった熱意

のある教員もいっぱいいるはずなのに、いじめがこれ

ほどひどい状況になっているというのは、学校や教育

に関わる環境になんらかの不具合があるとしか思えま

せん。 
命の重さとは何かとか、教師自身の理解を深めると

いうこともとても大切だと思います。僕もこの間小学

校に伺って、命の授業というのを 4 コマやりました。

プレッシャーでした。子どもたちにどういう言葉で伝

えればいいのか。そもそも命とは何かから始まって、

その重みは何なんだろうとかね。けれども誠実に向き

合うと、これが伝わっていくんですよ。その誠実に向

き合うだけの心の余裕や時間的余裕を現場の先生方に

与えてあげれば、大学の教職課程で学んだ学生たちは

しっかりとやっていけるはずなのです。 
悲しくなるのは、いじめとふざけ、いじり、けんか

などの基本的な識別ができない先生が多すぎることで

す。それから LINE いじめにまったく対応できていな

いという問題。これも大きいと思います。 
では「今後の展望を考える」というところをざっと

お話ししますと、まず教員研修を徹底してほしいとい

うこと。先生方の支援体制をどうするのか。そこが非

常に必要で、免許の更新講習ではいじめの問題は必修

にしてほしいなと思っています。 
2 番目は極めて重要で、「子どもの権利条約」に対す

る教師の研修を徹底してほしい。子どもの権利条約は、

わが国では 1994 年の 4 月に批准して 5 月から発効し

ているわけですが、20 年以上、実質放置していたとい

っていい状況でした。そして、つい去年からやっと 18
才選挙権が認められた。20 年前に国際法を批准してい

て、そこには「子どもの定義は 18 才未満」と明白に書

いているのです。国内法より国際法のほうが優位です。

それなのに日本はサボタージュした。文科省はパンフ

レットは配ったりしますが、いろいろなところできち

んとそれを伝えてくることをしませんでした。だから

子どもに対する捉え方、とりわけ児童観、子ども観が

社会的にまったく成熟していない。子どもは保護すべ

き存在であると同時に、私たち大人とパートナーシッ

プを結んだ関係で、共に生きていく仲間なのだという

捉え方が非常に弱い。それではシチズンシップ教育は

成り立ちません。 
そして道徳教育の教科化について。大津の学校は 2

年間、文科省指定の道徳教育の研究推進校でした。そ

こでいじめ自殺が起きたのです。だから道徳教育は大

事なのだけれども、それでいじめの克服はなかなか難

しいということです。 

それから児童、生徒に対しても、いじめは人権侵害

で許されない、これは犯罪なのだというロー教育をき

ちんとしていく必要がある。もっと重要なのは、文化

活動としていじめ防止教育を展開すること。そしてい

じめが起きない環境をどうつくるのかということ、そ

れからソーシャルスキルをどう身につけていくのか。

こうした課題に対応するためにも、命の授業というの

はどうしても必要です。 
去年の 4 月から文科省が力を入れて周知しようとし

ている LGBTQ の教育にもやはり取り組まなければい

けないと思います。この前僕は LGBTQ について、小

学校で授業をやらせてもらいました。子どもたちはす

ごく分かってくれますね。小学校 5 年生でも。こちら

が感動しました。先ほど佐貫先生のお話にあったよう

なことを突き破っていく展望としてはっきり言えるの

は、いじめや人権といったことに対して進歩的な実践

をやっておられる学校とそうではない一般的な学校の

意識、感性の差がはっきり出てきているように感じま

す。これは僕のゼミの学生が今年まとめた調査研究報

告書ですが、タイトルが「いじめの加害者を生まない

環境とは」というので、「地域の気持ちに寄り添う学校

づくり」というので調査研究をしました。 
これは関東の中学生約 1900 人と、辰沼小学校の 5、

6年生130人にアンケート調査させてもらったのです。

辰沼小の取り組みが非常に素晴らしいということで。

クロス集計でかけてみたら、例えばある人に足を掛け

て倒したり、頭をたたいたりするといった行為につい

て、「あなたの学校ではよく見たりしますか」と聞いた

ところ、「見たことがある」と答えたのは、中学校では

全体の 60.2％。しかし辰沼小学校では 32.6％しかあり

ません。約半分です。「見たことがない」というのは、

辰沼小では 67％に達しています。普通の学校では 40％
ぐらいです。それからある特定の人の持ち物を隠した

り捨てたりするという行為。まさにいじめ行為ですが、

辰沼小学校では見たことがある子はたった 10.9％しか

いません。しかし中学校では 37.9％と 4 割近い状況で

す。いろいろな項目を調べてあるのですが、明らかに

有意差が出てきている。防止教育に取り組んでいる学

校の子どもたちの感性は鋭い。防止教育のことをご紹

介するとこれだけで 2 時間かかりそう。膨大ですから。

校長に会うたびに今度お昼休みに放送を通してのど自

慢大会をやるとか、何か新しい試みをやっておられる

のです。それも校長先生の発案ではなくて、全部子ど

も発案です。子どものいじめ防止の委員会があるので

す。それも有志活動でやっている。400 人ぐらいの生

徒の中の 200 人前後が参加しています。そのようにし

て効果は絶大だということがはっきり分かりました。

これをぜひ全国の先生方にも広め、中学校版もつくっ
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っていたわけです。 
私が参加していた大津の調査委員会は、滋賀県出身

の方を、カウンセラーが 6 人もいながら 1 人も入れな

かったのです。地域の中ではいろいろなつながりがあ

りますし、調査委員会に地元の有力者が選ばれてしま

ったら何も言えなくなるでしょう。それから地元の大

学の教授が入ってはだめなのです。大学にとって教育

委員会はたいへんなお得意様というか大事にしなけれ

ばいけない対象ですから、そこにはっきりものが言え

ない。だからそれを避けるために地元の方を入れない。

それはすごく重要な原則だと思います。でも、実際は

ほとんど守られていません。 
それから先ほどから繰り返していますが、加害者指

導がほとんどされない、できないということです。一

言でなぜかと言うと、加害者本人がいじめだと思って

いないから。先ほど大津の例で言いましたように、暴

力、暴行したことに対する処分を受けました。だけど

それはいじめではないと言うわけです。このような場

合には、いじめ、という言葉を使わない方が指導の上

では効果的。「お宅の子、いじめをしてますよ」と言わ

れて、「それはいけない。指導して下さい」と受け止め

る親は少ない。「ふざけただけ」「いじめではない」と

反発が起きるでしょう。 
それからいじめ解決の定義が、学校や教師の主観に

委ねられてしまっていること。いじめが解決したかど

うかは被害者が決めることです。もう安心して学校に

行ける、あの子はにらんだりしない、クラスの子がみ

んな仲良くしてくれるなどと被害者本人が実感できて

いるかどうか。ホッとできるというようになったか、

ならないかは被害者に聞かなければ分からないのに、

「解決済み」という判断はほとんどの場合学校の先生

方が下しているんですよ。あり得ないでしょう。調査

ではいじめの解消率としてでたらめな数字が報告され

ています。 
それから子ども主体のいじめ活動の貧弱さというこ

とが 1 つ言えます。素晴らしい実践もあるのですが、

全体として言えば極めて貧弱である。それから相変わ

らずの「いじめアンケート調査」方式。「あなたはいじ

められますか」「いじめはどれぐらいありますか」とい

う調査をやっているのです。ひどい学校は多ければ多

いほどいいと毎週やっているのです。毎週。でも、こ

んな聞き方で何回調査しても実態をつかむことは難し

いでしょう。子どもたちは目をつぶっていても答えら

れる。1 番左側の「知らない」というところをピュッと

出すだけ。アンケート調査というのは本来それ自体が

教育的な営みであるべきなのです。本当にひどい。 
文科省の調査で 1000 人あたりのいじめの認知件数

というのが発表されますよね。2015 年度の調査で一番

多い県は京都府で、去年 1000 人あたり 90.6 人でした。

ところが全国平均は 16.4 人とストンと落ちます。一番

少ない佐賀県はわずか 3.5 人です。ここには何がある

のかと言うと、調査の仕方が統一されていなくて、自

治体によってバラバラなのです。京都がこんなに多く

なるのは、「あなたは嫌な思いをしましたか」「嫌な思

いをしている子を見ましたか」と、いじめの中身で聞

いている。いじめという言葉を使わない。そして京都

の場合、いじめをなくそうと各中学校の連合生徒会が

主体となった教育活動が盛んに行われているのです。

だから子どもたちのいじめに対するセンスが、感度が

あがっています。「これはいじめだよ」というようにパ

ッと見えるわけです。それで返ってくる数字が多くな

ります。このように、いじめに対して熱心に取り組ん

でいればいじめの認知件数も多くなるものなのです。 
今回のいじめ防止基本方針改定の中で、文科省はど

のように修正しようとしているかと言いますと、学校

評価においては、いじめの有無や認知件数が多いか少

ないかだけでなく、いじめを隠蔽せず、実態をきちん

と把握し対応できるような体制・取り組みをしている

かを評価するようにというのです。そうまでしないと

いけないくらいいじめの認知件数が異様に少ない、つ

まりいじめに対してきちんと取り組んでいない自治体

が多いということです。 
それから先ほども言いましたが、保護者のいじめ被

害者に対する意識の問題。圧倒的多数の親が、多かれ

少なかれ「いじめられるほうも悪い」という認識を持

っている。これでは被害を受けているわが子を守れな

い。背景にある親の心理を見ていきますと、多くの場

合、親自身が深い後遺症を抱えている。そういうお母

さんに話を聞いてみると、みんな自分がいじめられた

経験があるのです。 
だからこれは国家ぐるみで、今の親御さんたちの意

識をどうやって変えていけばいいのか、というところ

も考えていく必要があると思います。そうでないと根

本的に子どもたちが救われない。 
また、いじめに軽重はなく、命に関わる問題である

という認識が弱い。今度のいじめ防止基本方針の改定

案では、いじめの対応を最優先すべき業務だと言って

います。だから職員会議よりも部活よりも、それらを

さておいて、何よりもいじめが発生したら早急にいじ

め対策組織に報告し対応しなさいと。そこまで書いて

もらわないと現場は動けない。情けないと思いません

か。 
また、原発避難いじめが問題になっていることを受

け、今回の改定案では東日本大震災で被災した子ども

へのケアについても言及しています。細心の注意を払

うようにと。私たち教職課程センターはたくさんの学
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生を教育現場に送り込んでいます。今日も今年の合格

者の体験を聞く会というのを先ほどやってきたのです

が、みんなすばらしい子です。現場にそういった熱意

のある教員もいっぱいいるはずなのに、いじめがこれ

ほどひどい状況になっているというのは、学校や教育

に関わる環境になんらかの不具合があるとしか思えま

せん。 
命の重さとは何かとか、教師自身の理解を深めると

いうこともとても大切だと思います。僕もこの間小学

校に伺って、命の授業というのを 4 コマやりました。

プレッシャーでした。子どもたちにどういう言葉で伝

えればいいのか。そもそも命とは何かから始まって、

その重みは何なんだろうとかね。けれども誠実に向き

合うと、これが伝わっていくんですよ。その誠実に向

き合うだけの心の余裕や時間的余裕を現場の先生方に

与えてあげれば、大学の教職課程で学んだ学生たちは

しっかりとやっていけるはずなのです。 
悲しくなるのは、いじめとふざけ、いじり、けんか

などの基本的な識別ができない先生が多すぎることで

す。それから LINE いじめにまったく対応できていな

いという問題。これも大きいと思います。 
では「今後の展望を考える」というところをざっと

お話ししますと、まず教員研修を徹底してほしいとい

うこと。先生方の支援体制をどうするのか。そこが非

常に必要で、免許の更新講習ではいじめの問題は必修

にしてほしいなと思っています。 
2 番目は極めて重要で、「子どもの権利条約」に対す

る教師の研修を徹底してほしい。子どもの権利条約は、

わが国では 1994 年の 4 月に批准して 5 月から発効し

ているわけですが、20 年以上、実質放置していたとい

っていい状況でした。そして、つい去年からやっと 18
才選挙権が認められた。20 年前に国際法を批准してい

て、そこには「子どもの定義は 18 才未満」と明白に書

いているのです。国内法より国際法のほうが優位です。

それなのに日本はサボタージュした。文科省はパンフ

レットは配ったりしますが、いろいろなところできち

んとそれを伝えてくることをしませんでした。だから

子どもに対する捉え方、とりわけ児童観、子ども観が

社会的にまったく成熟していない。子どもは保護すべ

き存在であると同時に、私たち大人とパートナーシッ

プを結んだ関係で、共に生きていく仲間なのだという

捉え方が非常に弱い。それではシチズンシップ教育は

成り立ちません。 
そして道徳教育の教科化について。大津の学校は 2

年間、文科省指定の道徳教育の研究推進校でした。そ

こでいじめ自殺が起きたのです。だから道徳教育は大

事なのだけれども、それでいじめの克服はなかなか難

しいということです。 

それから児童、生徒に対しても、いじめは人権侵害

で許されない、これは犯罪なのだというロー教育をき

ちんとしていく必要がある。もっと重要なのは、文化

活動としていじめ防止教育を展開すること。そしてい

じめが起きない環境をどうつくるのかということ、そ

れからソーシャルスキルをどう身につけていくのか。

こうした課題に対応するためにも、命の授業というの

はどうしても必要です。 
去年の 4 月から文科省が力を入れて周知しようとし

ている LGBTQ の教育にもやはり取り組まなければい

けないと思います。この前僕は LGBTQ について、小

学校で授業をやらせてもらいました。子どもたちはす

ごく分かってくれますね。小学校 5 年生でも。こちら

が感動しました。先ほど佐貫先生のお話にあったよう

なことを突き破っていく展望としてはっきり言えるの

は、いじめや人権といったことに対して進歩的な実践

をやっておられる学校とそうではない一般的な学校の

意識、感性の差がはっきり出てきているように感じま

す。これは僕のゼミの学生が今年まとめた調査研究報

告書ですが、タイトルが「いじめの加害者を生まない

環境とは」というので、「地域の気持ちに寄り添う学校

づくり」というので調査研究をしました。 
これは関東の中学生約 1900 人と、辰沼小学校の 5、

6年生130人にアンケート調査させてもらったのです。

辰沼小の取り組みが非常に素晴らしいということで。

クロス集計でかけてみたら、例えばある人に足を掛け

て倒したり、頭をたたいたりするといった行為につい

て、「あなたの学校ではよく見たりしますか」と聞いた

ところ、「見たことがある」と答えたのは、中学校では

全体の 60.2％。しかし辰沼小学校では 32.6％しかあり

ません。約半分です。「見たことがない」というのは、

辰沼小では 67％に達しています。普通の学校では 40％
ぐらいです。それからある特定の人の持ち物を隠した

り捨てたりするという行為。まさにいじめ行為ですが、

辰沼小学校では見たことがある子はたった 10.9％しか

いません。しかし中学校では 37.9％と 4 割近い状況で

す。いろいろな項目を調べてあるのですが、明らかに

有意差が出てきている。防止教育に取り組んでいる学

校の子どもたちの感性は鋭い。防止教育のことをご紹

介するとこれだけで 2 時間かかりそう。膨大ですから。

校長に会うたびに今度お昼休みに放送を通してのど自

慢大会をやるとか、何か新しい試みをやっておられる

のです。それも校長先生の発案ではなくて、全部子ど

も発案です。子どものいじめ防止の委員会があるので

す。それも有志活動でやっている。400 人ぐらいの生

徒の中の 200 人前後が参加しています。そのようにし

て効果は絶大だということがはっきり分かりました。

これをぜひ全国の先生方にも広め、中学校版もつくっ
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てほしいし高校版もつくってほしい。小学校ではすぐ

に使えますから。最近も辰沼小学校では、ある市会議

員さんたちが視察に来ておられたというのですが、ど

んどん学んで広げてほしいと思っています。 
もっと詳しく知りたい方は、実は今日出来上がった

のですが、ゼミ生が論文集をまとめました。めいめい

の問題意識に引き寄せて論文に書きました。こんなに

分厚いの。 
それで例えば何人かのを見てみますと、いじめの隠

蔽はなぜなくならないのかというので書いてくれた子。

学校における閉鎖空間が子どもの人間関係に与える影

響を書いた人。それから今社会に生きるために磨く新

しい道徳。道徳は今の路線でいいのか、はっきり言っ

てよくないよと言っていて、ではどうあるべきかを研

究している人もいます。それから震災の問題です。東

日本大震災でものすごく大変な犠牲が生まれました。

福島の学生が、震災から子どもの学習権を守るために

はということで体系的にまとめてくれました。また、

いじめを生みにくい家庭環境とは何かなどいろいろな

テーマで書かれた論文をまとめています。 
はい。というので、学生が捉えて調査していろいろ

なことが分かってきて、ぜひこの成果は全国の皆さん

にも伝えていかなければいけないと思っています。 
そろそろ終わる時間ですが、教師のいじめの問題に

ついてもお話しておきます。教師のいじめがたびたび

報道されるようになりましたよね。新潟で、原発事故

で避難してきた男の子を担任が「○○菌」と呼んだと

いう報道があったでしょう。学級の中にいじめが蔓延

しているんですよ。菌、菌と呼ぶいじめが。それで教

師の立場をふっと忘れて子どもたちに媚びを売ってし

まったのです。つまり先生のリーダーシップがあのク

ラスでは発揮できていない証拠です。何とか菌って、

おもしろいといじめっ子たちは喜ぶわけです。仲間意

識を持って。ここまで来ているのだなということをす

ごく感じました。ただあの先生は、申し訳なかったと

子どもに直接謝罪をしたいと言いました。ここがまた

大事だと思いますが。 
前述した辰沼小学校では近隣の 4 つ、5 つの学校が

集まって、「自分の学校でどうやって取り組みをしてい

るか」といって、いじめのサミットをやっているので

す。こんなのもやっていけば、みんな刺激になって、

それぞれのブロック、地域性を生かしたいじめ克服の

子ども主体の活動が展開されるのではないかと思いま

す。 
中学校版で成功したのは京都ですよね。そんな事例

が今あちらこちらに点在して出始めてきたので、それ

を学びながら進んでいければいいと思います。 
やはり大事なのは、いじめの加害者を生まないこと。

加害者の感性を高めていくこと。そしてそのお父さん、

お母さんが、これはいじめだということを認めなくて

も、つらいことを相手に強いているよということを最

低分かっていただけるようにするにはどうすればいい

のかということです。 
いじめで重大事態に陥ったところの加害者側の保護

者というのは、先ほども話したように、地元で権力を

持っている人が多く、自分の子がいじめをしたという

ことを徹底的に認めずつぶそうとする。そのような保

護者にどう働きかけ、いじめをやめさせるか、どうま

っとうな人間らしい心を持ってもらうかということは

社会的にも重要な問題だと思います。だからいじめの

克服の課題というのも、学校の狭い範囲にとどめてお

かないで、社会問題として定義したいなというのが僕

の最後の締めの言葉です。私たち社会全体が取り組み

ましょう。メディアも、「こんないじめの自殺があった」

と報道するだけではなく、いじめで死んだら駄目だと

いうところまで報道していただければと思います。そ

うでないと連鎖を引き起こすだけです。よろしくお願

いしたいと思います。 
うわ、言いたいことがたくさん残りましたけれども、

あと 30 分あれば（笑）。どうもありがとうございまし

た。（拍手） 
 

司会 どうもありがとうございました。それではここ

から来場の皆様との交流の時間となります。時間の都

合上、まずはご来場の皆様より、ご意見、ご感想、ご

質問等を先にお聞きして、そのあと登壇者より返答を

させていただきます。それではご来場の皆様のほうか

ら何か、ご感想、ご意見、ご質問等ございましたら挙

手をお願いいたします。順番にマイクを回しますので、

少々お待ちください。 
 

質問 1 本日はありがとうございます。埼玉で中学校

の教員をしており、今 1 年生の担任を持っている中で、

ここ 3～4 年すごく思っていることが、狭い自分たち

の中で完全であればいいという状態で、クラスの中に

本当に小さい集団のグループがたくさんあって、何か

クラスの中でまとまろうというような気持やお互い助

け合おうという気持ちがすごく弱くなってきているな

というように思います。これに関して、3 先生、何かご

意見がありましたらお願いします。 
 

司会 はい、ありがとうございます。ほかに会場の皆

様からございますか。では順番にまいりますので少々

お待ちください。 
 

質問 2 尾木先生の最後のところで、いじめは教育の
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根幹であるというところと、学力競争一辺倒に偏りす

ぎているという結論を書かれていて、僕は今 20 才で、

まさに親がいじめられるほうも悪いと思うような世代

なのですが、そこを親の意識として、学力一辺倒とい

うか、学校が例えば学力や教科の能力を養って生徒に

優劣をつけさせる場所だというイメージがすごく強い。

それで伺いたかったのが、教育の根幹というところで、

では学校は何をする場所なのかということを、尾木先

生だけでなく教えていただければと思って。よろしく

お願いします。 
 

司会 ありがごとうございます。もうお 1 人どうぞ。 
 

質問 3 私はいじめを受けている保護者の立場です。

息子は約 1 年半前から暴力を受けて学校に行けなくな

っています。今もさわやか教室というところにしか行

けていません。結局教室には 1 度も入っていない状態

です。でも結局トラウマになってしまっているという

ことがあって、それに対してのスクールカウンセラー

が月に 2 度しかなく、予約制で時間も限られている。

予約をしなければ受け付けないということで、今いじ

められている子どもたちが助けてもらえないという状

況なのですが、それを今どう思われるかということを

教えていただきたいです。 
 

司会 はい、ありがとうございます。時間の関係上、

あと 1 人で終わりにしたいと思います。 
 

質問 4 私自身の子どものことでお話しさせていただ

きたいです。今現在大学 3 年の息子が小学校 5 年生の

ときにいじめに遭いまして、言葉のいじめだったので

す。女の子 3 人からのいじめに遭いまして。ある日息

子が「おまえ死ね」とか「この世から消えろ」と書い

た紙を持ってきまして、その日に私は直感的に、学校

で何かあったなと分かったのです。私はその日のうち

に担任に「こういうことがあったのですが、ご存じで

すか」という感じで電話をしましたら、知らないので

す。私は本当に逆上しまして、これは完全的にいじめ

だからということで教育委員会に訴えました。そして、

言葉は悪いですが、主人と一緒に校長室に乗り込んだ

のです。 
息子は大学 3 年になりますけれども、私自身はやは

りいじめられるほうが悪いと言われた時代です。幸い

なことに息子は、そのときのいじめのことを思っては

いるのでしょうけれども、傷つかずに大学生活を謳歌

していますので、これから就職活動に向けて頑張って

いるところですけれども、私は母親としてつらい思い

をしたので意見させていただきました。 

司会 ありがとうございます。では最後のご意見とし

て伺いたいと思います。よろしくお願いします。 
 

質問 5 私は市議会議員ですが、横浜の原発いじめ問

題に関わって質問します。例えば 150 万円の明らかに

恐喝を伴った事件を、なぜ学校の指導をする先生方が

いじめではないというのでしょうか。やはり現場の先

生方のクオリティが落ちているのかなと感じています

が、それをいじめと認定できないというのは、教育委

員会そのものもどうかと思いますが、どうでしょうか。 
 

司会 ありがとうございました。それでは残りの時間

が短くなっておりますので、ご登壇されている 3 人の

先生方、高原先生、佐貫先生、尾木先生の順番に、短

くて恐縮ですが今いただきましたご意見に対して、お

答えいただける範囲でお願いいたします。 
 

高原 今皆さんからのお話のなかには、学校の組織や

仕組みに関わる問題が出てきています。日本は学級と

いう単位が重要ですが、これは世界的に見たら非常に

珍しい形なのです。学級などというのは欧米に行った

らありません。一人一人が大事なのです。ですから逃

げようと思ったらバラバラに逃げられる、生徒個々が

自分は自分でいられるという仕組みが学校にあるよう

な気が、アメリカにいたときは非常に感じました。 
ただアメリカは人種差別など非常に大きな別の問題

があるので、日本のいいところもあります。また、も

ちろん集団で、みんなでやりましょうというのもあっ

ていいのですが、日本はともすると学級がうまく行っ

てみんなそろって卒業さえすればそれで OK ですよと

なりがちで、それに向かって先生が頑張ってしまって、

「小さな問題」はなかったですよと最終的に言ってし

まう。クラスはうまくいきましたという結論にもって

いきたい教員文化を非常に感じています。 
もう少し一人一人を見て、その中で何が起きている

のかをみんなが気をつけて見ていれば、少しずつ問題

はなくなっていくような気はしています。子ども応援

委員会というのは、学校の外側にいて、それを見てい

きましょうという仕組みです。日本人的な発想でやっ

てしまうとなかなか難しいところがありますが、そう

いうところを目指しています。 
 

司会 ありがとうございました。それでは佐貫先生、

お願いいたします。 
 

佐貫 1 つの点だけコメントします。こういう問題に

対して、日本の先生方の中には、学校教育を本格的に

変えていくような力量と経験が蓄積されてきたと思う
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てほしいし高校版もつくってほしい。小学校ではすぐ

に使えますから。最近も辰沼小学校では、ある市会議

員さんたちが視察に来ておられたというのですが、ど

んどん学んで広げてほしいと思っています。 
もっと詳しく知りたい方は、実は今日出来上がった

のですが、ゼミ生が論文集をまとめました。めいめい

の問題意識に引き寄せて論文に書きました。こんなに

分厚いの。 
それで例えば何人かのを見てみますと、いじめの隠

蔽はなぜなくならないのかというので書いてくれた子。

学校における閉鎖空間が子どもの人間関係に与える影

響を書いた人。それから今社会に生きるために磨く新

しい道徳。道徳は今の路線でいいのか、はっきり言っ

てよくないよと言っていて、ではどうあるべきかを研

究している人もいます。それから震災の問題です。東

日本大震災でものすごく大変な犠牲が生まれました。

福島の学生が、震災から子どもの学習権を守るために

はということで体系的にまとめてくれました。また、

いじめを生みにくい家庭環境とは何かなどいろいろな

テーマで書かれた論文をまとめています。 
はい。というので、学生が捉えて調査していろいろ

なことが分かってきて、ぜひこの成果は全国の皆さん

にも伝えていかなければいけないと思っています。 
そろそろ終わる時間ですが、教師のいじめの問題に

ついてもお話しておきます。教師のいじめがたびたび

報道されるようになりましたよね。新潟で、原発事故

で避難してきた男の子を担任が「○○菌」と呼んだと

いう報道があったでしょう。学級の中にいじめが蔓延

しているんですよ。菌、菌と呼ぶいじめが。それで教

師の立場をふっと忘れて子どもたちに媚びを売ってし

まったのです。つまり先生のリーダーシップがあのク

ラスでは発揮できていない証拠です。何とか菌って、

おもしろいといじめっ子たちは喜ぶわけです。仲間意

識を持って。ここまで来ているのだなということをす

ごく感じました。ただあの先生は、申し訳なかったと

子どもに直接謝罪をしたいと言いました。ここがまた

大事だと思いますが。 
前述した辰沼小学校では近隣の 4 つ、5 つの学校が

集まって、「自分の学校でどうやって取り組みをしてい

るか」といって、いじめのサミットをやっているので

す。こんなのもやっていけば、みんな刺激になって、

それぞれのブロック、地域性を生かしたいじめ克服の

子ども主体の活動が展開されるのではないかと思いま

す。 
中学校版で成功したのは京都ですよね。そんな事例

が今あちらこちらに点在して出始めてきたので、それ

を学びながら進んでいければいいと思います。 
やはり大事なのは、いじめの加害者を生まないこと。

加害者の感性を高めていくこと。そしてそのお父さん、

お母さんが、これはいじめだということを認めなくて

も、つらいことを相手に強いているよということを最

低分かっていただけるようにするにはどうすればいい

のかということです。 
いじめで重大事態に陥ったところの加害者側の保護

者というのは、先ほども話したように、地元で権力を

持っている人が多く、自分の子がいじめをしたという

ことを徹底的に認めずつぶそうとする。そのような保

護者にどう働きかけ、いじめをやめさせるか、どうま

っとうな人間らしい心を持ってもらうかということは

社会的にも重要な問題だと思います。だからいじめの

克服の課題というのも、学校の狭い範囲にとどめてお

かないで、社会問題として定義したいなというのが僕

の最後の締めの言葉です。私たち社会全体が取り組み

ましょう。メディアも、「こんないじめの自殺があった」

と報道するだけではなく、いじめで死んだら駄目だと

いうところまで報道していただければと思います。そ

うでないと連鎖を引き起こすだけです。よろしくお願

いしたいと思います。 
うわ、言いたいことがたくさん残りましたけれども、

あと 30 分あれば（笑）。どうもありがとうございまし

た。（拍手） 
 

司会 どうもありがとうございました。それではここ

から来場の皆様との交流の時間となります。時間の都

合上、まずはご来場の皆様より、ご意見、ご感想、ご

質問等を先にお聞きして、そのあと登壇者より返答を

させていただきます。それではご来場の皆様のほうか

ら何か、ご感想、ご意見、ご質問等ございましたら挙

手をお願いいたします。順番にマイクを回しますので、

少々お待ちください。 
 

質問 1 本日はありがとうございます。埼玉で中学校

の教員をしており、今 1 年生の担任を持っている中で、

ここ 3～4 年すごく思っていることが、狭い自分たち

の中で完全であればいいという状態で、クラスの中に

本当に小さい集団のグループがたくさんあって、何か

クラスの中でまとまろうというような気持やお互い助

け合おうという気持ちがすごく弱くなってきているな

というように思います。これに関して、3 先生、何かご

意見がありましたらお願いします。 
 

司会 はい、ありがとうございます。ほかに会場の皆

様からございますか。では順番にまいりますので少々

お待ちください。 
 

質問 2 尾木先生の最後のところで、いじめは教育の

 

－73－ 

根幹であるというところと、学力競争一辺倒に偏りす

ぎているという結論を書かれていて、僕は今 20 才で、

まさに親がいじめられるほうも悪いと思うような世代

なのですが、そこを親の意識として、学力一辺倒とい

うか、学校が例えば学力や教科の能力を養って生徒に

優劣をつけさせる場所だというイメージがすごく強い。

それで伺いたかったのが、教育の根幹というところで、

では学校は何をする場所なのかということを、尾木先

生だけでなく教えていただければと思って。よろしく

お願いします。 
 

司会 ありがごとうございます。もうお 1 人どうぞ。 
 

質問 3 私はいじめを受けている保護者の立場です。

息子は約 1 年半前から暴力を受けて学校に行けなくな

っています。今もさわやか教室というところにしか行

けていません。結局教室には 1 度も入っていない状態

です。でも結局トラウマになってしまっているという

ことがあって、それに対してのスクールカウンセラー

が月に 2 度しかなく、予約制で時間も限られている。

予約をしなければ受け付けないということで、今いじ

められている子どもたちが助けてもらえないという状

況なのですが、それを今どう思われるかということを

教えていただきたいです。 
 

司会 はい、ありがとうございます。時間の関係上、

あと 1 人で終わりにしたいと思います。 
 

質問 4 私自身の子どものことでお話しさせていただ

きたいです。今現在大学 3 年の息子が小学校 5 年生の

ときにいじめに遭いまして、言葉のいじめだったので

す。女の子 3 人からのいじめに遭いまして。ある日息

子が「おまえ死ね」とか「この世から消えろ」と書い

た紙を持ってきまして、その日に私は直感的に、学校

で何かあったなと分かったのです。私はその日のうち

に担任に「こういうことがあったのですが、ご存じで

すか」という感じで電話をしましたら、知らないので

す。私は本当に逆上しまして、これは完全的にいじめ

だからということで教育委員会に訴えました。そして、

言葉は悪いですが、主人と一緒に校長室に乗り込んだ

のです。 
息子は大学 3 年になりますけれども、私自身はやは

りいじめられるほうが悪いと言われた時代です。幸い

なことに息子は、そのときのいじめのことを思っては

いるのでしょうけれども、傷つかずに大学生活を謳歌

していますので、これから就職活動に向けて頑張って

いるところですけれども、私は母親としてつらい思い

をしたので意見させていただきました。 

司会 ありがとうございます。では最後のご意見とし

て伺いたいと思います。よろしくお願いします。 
 

質問 5 私は市議会議員ですが、横浜の原発いじめ問

題に関わって質問します。例えば 150 万円の明らかに

恐喝を伴った事件を、なぜ学校の指導をする先生方が

いじめではないというのでしょうか。やはり現場の先

生方のクオリティが落ちているのかなと感じています

が、それをいじめと認定できないというのは、教育委

員会そのものもどうかと思いますが、どうでしょうか。 
 

司会 ありがとうございました。それでは残りの時間

が短くなっておりますので、ご登壇されている 3 人の

先生方、高原先生、佐貫先生、尾木先生の順番に、短

くて恐縮ですが今いただきましたご意見に対して、お

答えいただける範囲でお願いいたします。 
 

高原 今皆さんからのお話のなかには、学校の組織や

仕組みに関わる問題が出てきています。日本は学級と

いう単位が重要ですが、これは世界的に見たら非常に

珍しい形なのです。学級などというのは欧米に行った

らありません。一人一人が大事なのです。ですから逃

げようと思ったらバラバラに逃げられる、生徒個々が

自分は自分でいられるという仕組みが学校にあるよう

な気が、アメリカにいたときは非常に感じました。 
ただアメリカは人種差別など非常に大きな別の問題

があるので、日本のいいところもあります。また、も

ちろん集団で、みんなでやりましょうというのもあっ

ていいのですが、日本はともすると学級がうまく行っ

てみんなそろって卒業さえすればそれで OK ですよと

なりがちで、それに向かって先生が頑張ってしまって、

「小さな問題」はなかったですよと最終的に言ってし

まう。クラスはうまくいきましたという結論にもって

いきたい教員文化を非常に感じています。 
もう少し一人一人を見て、その中で何が起きている

のかをみんなが気をつけて見ていれば、少しずつ問題

はなくなっていくような気はしています。子ども応援

委員会というのは、学校の外側にいて、それを見てい

きましょうという仕組みです。日本人的な発想でやっ

てしまうとなかなか難しいところがありますが、そう

いうところを目指しています。 
 

司会 ありがとうございました。それでは佐貫先生、

お願いいたします。 
 

佐貫 1 つの点だけコメントします。こういう問題に

対して、日本の先生方の中には、学校教育を本格的に

変えていくような力量と経験が蓄積されてきたと思う



 

－74－ 

のです。しかし今そういう力が学校の中で主流を占め

ることができないシステムが広がっています。学校の

中で子どもの問題にどう対処するかが、職員会議で議

論できないというような事態が作られています。また、

教育委員会などから学力テスト向上の目標などが押し

つけられ、学校が、子どもとどう取り組むかを自由に

考えられないような不自由さが広がってもいます。 
また、日本の文科省や教育行政が、本当にいじめ問

題に対処しようとするならば、学校の先生方が、授業

時間や教育内容などを大幅に変えてもいいから、とに

かく全力を挙げて取り組めという自由な教育実践の開

発を励ます、学校教育の自由を奨励しなければならな

い。それから驚くほどの教師の多忙化、過労死ライン

を超える長時間労働をなくさなければ、子どもの実態

をしっかり把握することもできません。一クラスの生

徒数を未だに 40 人としていることではどうしようも

ありません。そういう課題をしっかり取り組めば、私

は、日本の先生方の良心や経験の蓄積が大きな力にな

る。そこが私は大事だと思います。 
もう 1 つ、競争のシステムが圧倒的に学校を支配し

ています。いじめがどうのこうのと言ったって、学力

の点数を上げろというのが絶対的な目標として、教育

行政と学校管理を貫いています。だから先生方は、そ

ちらのほうに全力を挙げざるを得ない。子どもの現状

をしっかり見て、これがおかしいということを日常的

に観察し、それに基づいて学校の教育方針を作り出し

ていくのでなければ、いじめには対処できません。そ

ういう余裕と自由が、奪われています。これを変えな

いと、日本の未来を担う教育実践、それを担う教師の

専門性が開発、蓄積されません。そこに日本の学校教

育の危機の本質があると思います。 
 

司会 ありがとうございました。それでは最後に尾木

先生、よろしくお願いいたします。 
 

尾木 長くならないように頑張ります。いくつか絞っ

てお話ししますが、先ほど不登校になって 1 年半とお

っしゃった方がいました。これは文科省の規定あるい

はいじめ防止対策推進法の定義で言えば重大事態にあ

たるのです。文科は目安を 30 日以上と言っています

から、第三者の調査委員会の設置を要求できます。そ

ういうことを要求してください。そして先ほど言った

ように、被害者あるいは遺族の心情に寄り添うような

調査委員会の立ち上げを要求すべきです。それは親の

権利だと思います。 
このことで実は僕もドキッとしたことがあります。

僕はある自治体の総合教育会議というのに、アドバイ

ザーとして行ったことがあるのです。カウンセラーの

先生方が不登校ではなくて保健室登校をしている子の

ことをケーススタディで挙げられて、僕も聞いていて

アドバイスしたりしていたら、文科省の課長が「考え

が甘い」と言うのです。「学校の授業を受けられていな

い、授業を受ける権利が迫害されていて、保健室にし

か行けていないのは、尾木先生、重大事態です。すぐ

に体制をとらなければ駄目だ。アドバイスしている場

合ではないだろう」というのです。 
その通りです。重大事態です。子どもが 1 年も学校

に行けないというのはあってはならない。もちろんオ

ルタナティブな居場所は重要です。しかし第一にいじ

めで学校に行けないのだったら、そこを学校側にきち

っとクリアしてもらわなければ困るわけです。 
それからもう 1 つ、学力保障のことでは、日本の場

合は学力を保障できていません。基本的な体制が、履

修主義あるいは学年主義に陥っている。大学はそうで

もないのですが。つまり留年体制がないのです。留年

と言うと日本の私たちは聞こえが悪くていじめられる

のではないかと思いますけれども、スウェーデンは、

生活態度が悪いだけでも留年します。たとえ小学生で

もね。なぜかと言ったらきちんと一人前にしなければ

いけない、学力保障も生活の力もつけないといけない

というので、国家が責任を持っているわけです。留年

したらそれだけ経費がかかりますが、そこまで国が責

任を持っている。だからヨーロッパ諸国は大学入試な

んかやらなくても、高校卒業の資格の卒業証書があれ

ば、それが大学入試の資格になるという国も多いわけ

でしょう。 
日本は一斉授業をやって、ところてん式に子どもた

ちを卒業させて終わってしまっているだけです。学力

保障をしていません。だから日本では競争して、偏差

値が少しでも高い学校に入れなければとか、全国一斉

学力テストの得点を少しでも上げなければという風潮

になってしまっている。ある県などは必死になって、

春休みもつぶして一生懸命全国学力テストの準備をさ

せたのです。実際に成績は上がったようですが、でも

そんなものは学力とは言いません。トレーニングを積

めば、ある程度点数を上げることはできるかもしれな

いけど、本当の意味での理解や学びに結びついている

かは疑問です。分かる力とテストに対応できる力はま

ったく違うのに、そんな形で少しでも得点を上げよう

と。底辺のところで低迷している県にはそういう危険

なところがあります。県議会から保護者会から、県を

挙げてそれを応援してしまうのです。 
それから教育のこと。日本は一斉の教育です。4 月 8

日に入学式が来て、3 月何日に卒業式が来てという。

僕が大好きなオランダでは、4月に生まれた子は 4才、

遅くとも 5 才になった誕生日の次の月に小学校 1 年生
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が始まります。10 月生まれの子は 11 月からです。ど

うして一斉に学力調査なんかやりますか。進路もそれ

ぞれの子どもによって違うのに。スウェーデンの授業

も見てもらうと、同じ 1 時間目に丸いテーブルに固ま

って 5～6 人が勉強しているけれども、ある子は国語

をやっているし、ある子は美術、ある子は音楽をやっ

ていたり、それぞれ違うことをやっています。個別教

育なのです。例えばタブレットを配給するとかいろい

ろな方法で対応しています。それは個別教育を推し進

めるための 1 つのツールであって、韓国などもそうい

う使い方をしているのですが、日本では一斉教育をや

りやすくするためにパソコンも使っている。本末転倒

なのです。そういうところも日本は特殊です。 
それから教育行政の問題が極めて大きい。教育行政

に関する報道でいいニュースはほとんどないでしょう。

教育委員会が会議をやったりしている部屋に、NHK も

含めてテレビカメラが入ったことはほぼないと思いま

す。入れないのです。いまどき税金で報酬を得ている

人たちの部屋に入れないなんていうところがどこにあ

りますか。個人情報を扱っているからとかいろいろな

理由をつけてシャットアウトしている。すさまじい閉

鎖社会になっているから、何でも行えてしまうのです。 
教育委員会の先生方は能力も高いし力もありますか

ら、もっと先生方の応援団になってほしいの。学習指

導要領改訂に伴い、今度、小学校からプログラミング

教育が必修化されます。英語教育を小学校 3 年生から

前倒ししようともまたやれとか言われているでしょう。

でもすぐに余裕ないのに授業時間の確保は現場に丸投

げされているんですよ。昼休み 15 分を使って 3 回授

業をすれば 45 分で 1 コマ分になるとか言われている。 
教育委員会はそれをやっているかをチェックして管

理する機関ではなくて、先生方に「こういうやり方を

やったらどうか」とか、「こんな DVD をつくりました

よ、使ってください」とか、学級崩壊になっているか

ら来てくれと言われたら一緒に行って、「いや、先生、

こうしたほうがいい」とアドバイスするとか、一種の

サポーターであるべきです。教材研究のエキスパート

であって、英語なら英語の専門家がいて、すぐサッと

応援してくれる。このようになっていくことが必要。 
僕はだから教育委員会は教師支援センターであるべ

きだろうと思います。実務的なところは、水道局とか

と同じように、教育局か何かを使って対応するように

すればいいのです。実務的なところはこなせるわけで、

もっと現場に寄り添って共に教育を支えるというとこ

ろを大事にしなければいけない。 
それから財務省が教員を 5 年間で 10 万人減らせと

言っている。文科は障害のある子どもや外国人の子ど

もの増加に対応するため 3 万人増やせと言っているの

に。そんなので、財務が教育は未来への投資であると

いう大きなビジョンを描けていない。そういうことで

危機的な状況だと思います。 
それと学力競争一辺倒になっている。 
学力の高い、学力競争の勝ち組の学生が集団強姦事

件を起こしているという報道も相次いでいます。だか

ら、先ほど高原先生もおっしゃったように、キャリア

教育、生きるというのはどういうことなのか。自分の

職業で何を実現したいのかということを抜きに、偏差

値、理数系が高いからと医学部へ行くという発想が社

会や教育現場に根付いてしまっているのが問題。そこ

らへんを大議論できるような、開かれた風通しのいい

社会にしたいなと思います。 
長くなりました。すみません。 
 

司会 ありがとうございました。時間がなくて本当に

申し訳ありませんけれども、時間の都合上ここで終了

とさせていただきます。ご来場の皆様、先生方、あり

がとうございました。 
なお、このシンポジウムは、尾木直樹教授の最終講

義ということになっております。ここでプログラムに

はございませんけれども、尾木直樹教授に花束の贈呈

をさせていただきたいと思います。 
尾木先生は、2003 年法政大学キャリアデザイン学部

の創設と同時にご着任いただき、学部の授業だけでな

く、ゼミを十数年、ご運営いただきました。また 2012
年より、本学教職課程センターのセンター長としてセ

ンターの活動を支えていただきました。花束は尾木ゼ

ミ 4 年生の小川紗季さんからお渡しいただきたいと思

います。尾木先生、小川さん、どうぞよろしくお願い

いたします。 
 

小川 ありがとうございました。 
 

尾木 どうもありがとうございました。（拍手） 
皆さん、どうもありがとうございます。まさかこん

なのもらえると思わなかったので。 
皆さんご承知のとおり、僕は去年、バス事故で 4 人

もの学生、ゼミ生、彼女たちの仲間を亡くしたんです

けども、大学は本当によくしてくださいました。法政

大学の支援がなければ、心理的にも物理的にも乗り越

えることができなかったと思います。でもおかげさま

で今日はみんな元気で来てくれています。どうぞこれ

からも見守っていただきたいと思います。 
事故のあとすぐに教授が 2 人ついて現地へ駆けつけ、

事務のほうからも課長や 2 人もついてきてくださって、

4 人態勢でその日のうちに現場に入っていった大学は

法政しかありません。総長名で花束を出してくださっ
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のです。しかし今そういう力が学校の中で主流を占め

ることができないシステムが広がっています。学校の

中で子どもの問題にどう対処するかが、職員会議で議

論できないというような事態が作られています。また、

教育委員会などから学力テスト向上の目標などが押し

つけられ、学校が、子どもとどう取り組むかを自由に

考えられないような不自由さが広がってもいます。 
また、日本の文科省や教育行政が、本当にいじめ問

題に対処しようとするならば、学校の先生方が、授業

時間や教育内容などを大幅に変えてもいいから、とに

かく全力を挙げて取り組めという自由な教育実践の開

発を励ます、学校教育の自由を奨励しなければならな

い。それから驚くほどの教師の多忙化、過労死ライン

を超える長時間労働をなくさなければ、子どもの実態

をしっかり把握することもできません。一クラスの生

徒数を未だに 40 人としていることではどうしようも

ありません。そういう課題をしっかり取り組めば、私

は、日本の先生方の良心や経験の蓄積が大きな力にな

る。そこが私は大事だと思います。 
もう 1 つ、競争のシステムが圧倒的に学校を支配し

ています。いじめがどうのこうのと言ったって、学力

の点数を上げろというのが絶対的な目標として、教育

行政と学校管理を貫いています。だから先生方は、そ

ちらのほうに全力を挙げざるを得ない。子どもの現状

をしっかり見て、これがおかしいということを日常的

に観察し、それに基づいて学校の教育方針を作り出し

ていくのでなければ、いじめには対処できません。そ

ういう余裕と自由が、奪われています。これを変えな

いと、日本の未来を担う教育実践、それを担う教師の

専門性が開発、蓄積されません。そこに日本の学校教

育の危機の本質があると思います。 
 

司会 ありがとうございました。それでは最後に尾木

先生、よろしくお願いいたします。 
 

尾木 長くならないように頑張ります。いくつか絞っ

てお話ししますが、先ほど不登校になって 1 年半とお

っしゃった方がいました。これは文科省の規定あるい

はいじめ防止対策推進法の定義で言えば重大事態にあ

たるのです。文科は目安を 30 日以上と言っています

から、第三者の調査委員会の設置を要求できます。そ

ういうことを要求してください。そして先ほど言った

ように、被害者あるいは遺族の心情に寄り添うような

調査委員会の立ち上げを要求すべきです。それは親の

権利だと思います。 
このことで実は僕もドキッとしたことがあります。

僕はある自治体の総合教育会議というのに、アドバイ

ザーとして行ったことがあるのです。カウンセラーの

先生方が不登校ではなくて保健室登校をしている子の

ことをケーススタディで挙げられて、僕も聞いていて

アドバイスしたりしていたら、文科省の課長が「考え

が甘い」と言うのです。「学校の授業を受けられていな

い、授業を受ける権利が迫害されていて、保健室にし

か行けていないのは、尾木先生、重大事態です。すぐ

に体制をとらなければ駄目だ。アドバイスしている場

合ではないだろう」というのです。 
その通りです。重大事態です。子どもが 1 年も学校

に行けないというのはあってはならない。もちろんオ

ルタナティブな居場所は重要です。しかし第一にいじ

めで学校に行けないのだったら、そこを学校側にきち

っとクリアしてもらわなければ困るわけです。 
それからもう 1 つ、学力保障のことでは、日本の場

合は学力を保障できていません。基本的な体制が、履

修主義あるいは学年主義に陥っている。大学はそうで

もないのですが。つまり留年体制がないのです。留年

と言うと日本の私たちは聞こえが悪くていじめられる

のではないかと思いますけれども、スウェーデンは、

生活態度が悪いだけでも留年します。たとえ小学生で

もね。なぜかと言ったらきちんと一人前にしなければ

いけない、学力保障も生活の力もつけないといけない

というので、国家が責任を持っているわけです。留年

したらそれだけ経費がかかりますが、そこまで国が責

任を持っている。だからヨーロッパ諸国は大学入試な

んかやらなくても、高校卒業の資格の卒業証書があれ

ば、それが大学入試の資格になるという国も多いわけ

でしょう。 
日本は一斉授業をやって、ところてん式に子どもた

ちを卒業させて終わってしまっているだけです。学力

保障をしていません。だから日本では競争して、偏差

値が少しでも高い学校に入れなければとか、全国一斉

学力テストの得点を少しでも上げなければという風潮

になってしまっている。ある県などは必死になって、

春休みもつぶして一生懸命全国学力テストの準備をさ

せたのです。実際に成績は上がったようですが、でも

そんなものは学力とは言いません。トレーニングを積

めば、ある程度点数を上げることはできるかもしれな

いけど、本当の意味での理解や学びに結びついている

かは疑問です。分かる力とテストに対応できる力はま

ったく違うのに、そんな形で少しでも得点を上げよう

と。底辺のところで低迷している県にはそういう危険

なところがあります。県議会から保護者会から、県を

挙げてそれを応援してしまうのです。 
それから教育のこと。日本は一斉の教育です。4 月 8

日に入学式が来て、3 月何日に卒業式が来てという。

僕が大好きなオランダでは、4月に生まれた子は 4才、

遅くとも 5 才になった誕生日の次の月に小学校 1 年生
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が始まります。10 月生まれの子は 11 月からです。ど

うして一斉に学力調査なんかやりますか。進路もそれ

ぞれの子どもによって違うのに。スウェーデンの授業

も見てもらうと、同じ 1 時間目に丸いテーブルに固ま

って 5～6 人が勉強しているけれども、ある子は国語

をやっているし、ある子は美術、ある子は音楽をやっ

ていたり、それぞれ違うことをやっています。個別教

育なのです。例えばタブレットを配給するとかいろい

ろな方法で対応しています。それは個別教育を推し進

めるための 1 つのツールであって、韓国などもそうい

う使い方をしているのですが、日本では一斉教育をや

りやすくするためにパソコンも使っている。本末転倒

なのです。そういうところも日本は特殊です。 
それから教育行政の問題が極めて大きい。教育行政

に関する報道でいいニュースはほとんどないでしょう。

教育委員会が会議をやったりしている部屋に、NHK も

含めてテレビカメラが入ったことはほぼないと思いま

す。入れないのです。いまどき税金で報酬を得ている

人たちの部屋に入れないなんていうところがどこにあ

りますか。個人情報を扱っているからとかいろいろな

理由をつけてシャットアウトしている。すさまじい閉

鎖社会になっているから、何でも行えてしまうのです。 
教育委員会の先生方は能力も高いし力もありますか

ら、もっと先生方の応援団になってほしいの。学習指

導要領改訂に伴い、今度、小学校からプログラミング

教育が必修化されます。英語教育を小学校 3 年生から

前倒ししようともまたやれとか言われているでしょう。

でもすぐに余裕ないのに授業時間の確保は現場に丸投

げされているんですよ。昼休み 15 分を使って 3 回授

業をすれば 45 分で 1 コマ分になるとか言われている。 
教育委員会はそれをやっているかをチェックして管

理する機関ではなくて、先生方に「こういうやり方を

やったらどうか」とか、「こんな DVD をつくりました

よ、使ってください」とか、学級崩壊になっているか

ら来てくれと言われたら一緒に行って、「いや、先生、

こうしたほうがいい」とアドバイスするとか、一種の

サポーターであるべきです。教材研究のエキスパート

であって、英語なら英語の専門家がいて、すぐサッと

応援してくれる。このようになっていくことが必要。 
僕はだから教育委員会は教師支援センターであるべ

きだろうと思います。実務的なところは、水道局とか

と同じように、教育局か何かを使って対応するように

すればいいのです。実務的なところはこなせるわけで、

もっと現場に寄り添って共に教育を支えるというとこ

ろを大事にしなければいけない。 
それから財務省が教員を 5 年間で 10 万人減らせと

言っている。文科は障害のある子どもや外国人の子ど

もの増加に対応するため 3 万人増やせと言っているの

に。そんなので、財務が教育は未来への投資であると

いう大きなビジョンを描けていない。そういうことで

危機的な状況だと思います。 
それと学力競争一辺倒になっている。 
学力の高い、学力競争の勝ち組の学生が集団強姦事

件を起こしているという報道も相次いでいます。だか

ら、先ほど高原先生もおっしゃったように、キャリア

教育、生きるというのはどういうことなのか。自分の

職業で何を実現したいのかということを抜きに、偏差

値、理数系が高いからと医学部へ行くという発想が社

会や教育現場に根付いてしまっているのが問題。そこ

らへんを大議論できるような、開かれた風通しのいい

社会にしたいなと思います。 
長くなりました。すみません。 
 

司会 ありがとうございました。時間がなくて本当に

申し訳ありませんけれども、時間の都合上ここで終了

とさせていただきます。ご来場の皆様、先生方、あり

がとうございました。 
なお、このシンポジウムは、尾木直樹教授の最終講

義ということになっております。ここでプログラムに

はございませんけれども、尾木直樹教授に花束の贈呈

をさせていただきたいと思います。 
尾木先生は、2003 年法政大学キャリアデザイン学部

の創設と同時にご着任いただき、学部の授業だけでな

く、ゼミを十数年、ご運営いただきました。また 2012
年より、本学教職課程センターのセンター長としてセ

ンターの活動を支えていただきました。花束は尾木ゼ

ミ 4 年生の小川紗季さんからお渡しいただきたいと思

います。尾木先生、小川さん、どうぞよろしくお願い

いたします。 
 

小川 ありがとうございました。 
 

尾木 どうもありがとうございました。（拍手） 
皆さん、どうもありがとうございます。まさかこん

なのもらえると思わなかったので。 
皆さんご承知のとおり、僕は去年、バス事故で 4 人

もの学生、ゼミ生、彼女たちの仲間を亡くしたんです

けども、大学は本当によくしてくださいました。法政

大学の支援がなければ、心理的にも物理的にも乗り越

えることができなかったと思います。でもおかげさま

で今日はみんな元気で来てくれています。どうぞこれ

からも見守っていただきたいと思います。 
事故のあとすぐに教授が 2 人ついて現地へ駆けつけ、

事務のほうからも課長や 2 人もついてきてくださって、

4 人態勢でその日のうちに現場に入っていった大学は

法政しかありません。総長名で花束を出してくださっ
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たり、お葬式に来てくださったのも法政大学だけです。

法政大学の教授会では総長以下、この事故のことを、

事故と言わないで事件と呼んでおられました。これは

今の格差社会の問題、労働時間が無限に伸びているよ

うな問題、それから子どもの貧困の問題とか、こうい

う問題が全部重なって出てきた事故なのだというので

事件。規制緩和の問題が根っこにありますけれども、

大学としてそういう捉え方でいてくださった。この間、

現地へ 1 年目のお参りに行ったときにも学部長が一緒

に来てくださいました。本当にありがたい。こんな 3
万人のマンモス大学でも、一人一人の心に向かって動

けるわけです。約 3 万の全国の小中学校でも、できな

いわけがないのです。ぜひ教育委員会の先生方も一緒

になって、子どもたち第一に動いていける大人になっ

ていただきたいと思います。 
本当にいい大学に来られてよかったなと思っていま

す。最後にこんなお礼の言葉が言えるというのもうれ

しいですよ。本当にありがとうございました。（拍手）

 

閉会挨拶 

法政大学キャリアデザイン学部教授 金山 喜昭 
 

司会 それでは最後に、本学キャリアデザイン学部長

の金山喜昭より、閉会の挨拶をさせていただきます。 
 

金山 ただいまご紹介がありましたキャリアデザイン

学部長の金山と申します。私は教職課程委員会の委員

長も兼務しておりますので、一言ご挨拶をさせていた

だきます。 
まず、お 2 人の先生方、佐貫先生と高原先生にはご

報告をいただき、ありがとうございました。そして今

回は、尾木先生には退職記念講演ということでもあり

ましたが、ありがとうございました。 
尾木先生は学部が発足して、専任の教授としてお迎

えし、その後しばらくして特任教授になられて、今日

まで本学の教育のために大変ご尽力をいただきました。

先生は、ご自身でもご紹介がありましたが公立の学校

を 22 年間、そして大学を 22 年間、教育研究活動をさ

れてこられました。そういう先生の豊富な経験を基に

して、先生の研究関心というのは大変幅広いものがあ

ります。その中でも今回のような学校現場のさまざま

な問題。いじめや虐待あるいは不登校など、さまざま

な事情を、この 44 年の間、理論と実践を往復させなが

ら、新たに教育学の分野として臨床教育ということに

なりますが、開拓されてきたパイオニア的存在であり

ます。 
今日のシンポジウムでいろいろお聞きしていく中で、

私が個人的に思ったことですが、いじめの問題で中野

富士見中学校のことが話題になっておりました。実は

私の出身中学校は中野区でして、富士見中学校ではあ

りませんが、今から 50 年近く前になりますが、富士見

中学で不祥事を起こした先生から教わった経験があり

ます。 
その先生はとても穏やかで、小学校から中学に上が

ったばかりだったので、中学校の先生ってこんなに面

白い先生がいるのだと、生徒からも非常に人気のあっ

た方だったのです。その先生がその後しばらくしてそ

ういう事件を起こされたと聞いて、当時非常に驚いた

記憶があります。中学校の仲間とも当時集まって、な

ぜそんなことが起こったのだろうということを話し合

いましたが、いまだにその問題についての決着は私の

なかでついていない状態です。 
それぐらい、やはりいじめの問題というのは奥深い

問題なのだと思います。尾木先生は、いじめは克服で

きるのだという前提に立って、今日もいろいろ具体的

なお話をされ、またその克服の支援もされてきました。

しかし、実際にそれを社会で応用し、活動していこう

とすると問題もいろいろあって、それがネックになっ

てなかなかできていない。それができれば本当はいじ

めというのは克服できるでしょうが、そのことをわれ

われはこれからもいろいろと考えて実践していかなけ

ればならないでしょう。先生のお言葉にもありました

が、大人が勇気を持ってこの問題に取り組んでいくこ

とが非常に大事なのかなということを、今日は私なり

に確認させていただきました。 
最後になりますが、本日ご登壇いただきました先生

方にあらためて感謝いたしますとともに、尾木先生に

は今後とも法政大学のため、日本の教育界のため、そ

して何よりも子どもたちの未来のためにますますご活

躍いただきたいと思います。（拍手） 
 

司会 ありがとうございます。これをもちまして本シ

ンポジウムのすべてのプログラムを終了させていただ

きます。本日はご来場いただきまして、ありがとうご

ざいました。今後とも法政大学教職課程センターを、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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教職課程センター多摩相談室主催シンポジウム 報告 

多摩でかたらう 2017 
「アクティブラーニングで授業づくり～東京オリンピック・パラリンピックを授業化してみよう～」

日時：2017 年 12 月 12 日（火）17：30～19：30 
会場：法政大学多摩キャンパス総合棟 4 階 第 3 会議室 AB 

〈プログラム〉 
◆授業：本山明（多摩相談室相談指導員） 

「オリンピック・パラリンピックの光と影」～市民参加・友愛・商業主義・国家主義・戦争・難民～ 
 
◆お話：羽仁カンタ（持続可能なスポーツイベントを実現する NGO/NPO SUSPON・サスポン代表） 

「東京オリンピック・パラリンピックを SDGs のもつ価値の方へ」 

 
＊シンポジウムの概要と報告＊ 

 
オリンピック・パラリンピックといえば 4 年に 1 回

世界の国々・地域の人々が集まり開かれる華やかなイ

ベントである。その目的の三本柱は、スポーツ・文化

交流・環境にある。環境を大切にするオリパラを実現

しようとするサスポンの代表羽仁カンタ氏から、その

取り組みをお聞きした。 
またオリパラの授業の一部を紹介したい。 
世界地図に次のようなデータを落とし込むことで何

が見えるのか。 

①オリパラ夏季開催国 
②リオ・オリンピックのメダル獲得数 
③過去（1896 年と 1948 年）の参加国 

その世界地図を見ながら地球的・現代的課題を語り、

思いを出しあえる場を設定した。 
 
当日は、スタッフ含め 20 名程が参加した。 
右記は当日参加者からの感想である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆オリンピックを通じて、SDGs を学ぶのが今回の授

業の内容でしたが、大変勉強になるものでした。オ

リンピックと言うと、華やかな雰囲気のもと行われ

るものとの印象が強いですが、その裏で過酷な労働

問題などがあり、課題が多いのも確かだと感じまし

た。SDGs には 17 の目標がありますが、建築の現

場監督が自殺している状況などを踏まえると、「働

きがいと経済成長」という面で、東京オリンピック

には課題があり、すぐに改善すべきことであると思

いました。オリンピックの明るい部分に目を向け、

ただ楽しむのではなく、影の部分にも目を向け、オ

リンピックを俯瞰的に見ていく姿勢が国民には求

められていくのだと、私自身は考えます。 
 
◆目前に平昌オリンピック、そして 2020 年の東京オ

リンピックを控えたこのタイミングでオリンピッ

クの表側だけでなく、裏にある労働問題や環境問題

について知ることが出来、とても貴重な時間となり

ました。特に羽仁カンタ氏の講演では、市民が主体

となって環境問題に取り組む様子を知り、様々な環

境問題を抱える今、このような取り組みはとても重

要であると感じました。 
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たり、お葬式に来てくださったのも法政大学だけです。

法政大学の教授会では総長以下、この事故のことを、

事故と言わないで事件と呼んでおられました。これは

今の格差社会の問題、労働時間が無限に伸びているよ

うな問題、それから子どもの貧困の問題とか、こうい

う問題が全部重なって出てきた事故なのだというので

事件。規制緩和の問題が根っこにありますけれども、

大学としてそういう捉え方でいてくださった。この間、

現地へ 1 年目のお参りに行ったときにも学部長が一緒

に来てくださいました。本当にありがたい。こんな 3
万人のマンモス大学でも、一人一人の心に向かって動

けるわけです。約 3 万の全国の小中学校でも、できな

いわけがないのです。ぜひ教育委員会の先生方も一緒

になって、子どもたち第一に動いていける大人になっ

ていただきたいと思います。 
本当にいい大学に来られてよかったなと思っていま

す。最後にこんなお礼の言葉が言えるというのもうれ

しいですよ。本当にありがとうございました。（拍手）

 

閉会挨拶 

法政大学キャリアデザイン学部教授 金山 喜昭 
 

司会 それでは最後に、本学キャリアデザイン学部長

の金山喜昭より、閉会の挨拶をさせていただきます。 
 

金山 ただいまご紹介がありましたキャリアデザイン

学部長の金山と申します。私は教職課程委員会の委員

長も兼務しておりますので、一言ご挨拶をさせていた

だきます。 
まず、お 2 人の先生方、佐貫先生と高原先生にはご

報告をいただき、ありがとうございました。そして今

回は、尾木先生には退職記念講演ということでもあり

ましたが、ありがとうございました。 
尾木先生は学部が発足して、専任の教授としてお迎

えし、その後しばらくして特任教授になられて、今日

まで本学の教育のために大変ご尽力をいただきました。

先生は、ご自身でもご紹介がありましたが公立の学校

を 22 年間、そして大学を 22 年間、教育研究活動をさ

れてこられました。そういう先生の豊富な経験を基に

して、先生の研究関心というのは大変幅広いものがあ

ります。その中でも今回のような学校現場のさまざま

な問題。いじめや虐待あるいは不登校など、さまざま

な事情を、この 44 年の間、理論と実践を往復させなが

ら、新たに教育学の分野として臨床教育ということに

なりますが、開拓されてきたパイオニア的存在であり

ます。 
今日のシンポジウムでいろいろお聞きしていく中で、

私が個人的に思ったことですが、いじめの問題で中野

富士見中学校のことが話題になっておりました。実は

私の出身中学校は中野区でして、富士見中学校ではあ

りませんが、今から 50 年近く前になりますが、富士見

中学で不祥事を起こした先生から教わった経験があり

ます。 
その先生はとても穏やかで、小学校から中学に上が

ったばかりだったので、中学校の先生ってこんなに面

白い先生がいるのだと、生徒からも非常に人気のあっ

た方だったのです。その先生がその後しばらくしてそ

ういう事件を起こされたと聞いて、当時非常に驚いた

記憶があります。中学校の仲間とも当時集まって、な

ぜそんなことが起こったのだろうということを話し合

いましたが、いまだにその問題についての決着は私の

なかでついていない状態です。 
それぐらい、やはりいじめの問題というのは奥深い

問題なのだと思います。尾木先生は、いじめは克服で

きるのだという前提に立って、今日もいろいろ具体的

なお話をされ、またその克服の支援もされてきました。

しかし、実際にそれを社会で応用し、活動していこう

とすると問題もいろいろあって、それがネックになっ

てなかなかできていない。それができれば本当はいじ

めというのは克服できるでしょうが、そのことをわれ

われはこれからもいろいろと考えて実践していかなけ

ればならないでしょう。先生のお言葉にもありました

が、大人が勇気を持ってこの問題に取り組んでいくこ

とが非常に大事なのかなということを、今日は私なり

に確認させていただきました。 
最後になりますが、本日ご登壇いただきました先生

方にあらためて感謝いたしますとともに、尾木先生に

は今後とも法政大学のため、日本の教育界のため、そ

して何よりも子どもたちの未来のためにますますご活

躍いただきたいと思います。（拍手） 
 

司会 ありがとうございます。これをもちまして本シ

ンポジウムのすべてのプログラムを終了させていただ

きます。本日はご来場いただきまして、ありがとうご

ざいました。今後とも法政大学教職課程センターを、

どうぞよろしくお願いいたします。 
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教職課程センター多摩相談室主催シンポジウム 報告 

多摩でかたらう 2017 
「アクティブラーニングで授業づくり～東京オリンピック・パラリンピックを授業化してみよう～」

日時：2017 年 12 月 12 日（火）17：30～19：30 
会場：法政大学多摩キャンパス総合棟 4 階 第 3 会議室 AB 

〈プログラム〉 
◆授業：本山明（多摩相談室相談指導員） 

「オリンピック・パラリンピックの光と影」～市民参加・友愛・商業主義・国家主義・戦争・難民～ 
 
◆お話：羽仁カンタ（持続可能なスポーツイベントを実現する NGO/NPO SUSPON・サスポン代表） 

「東京オリンピック・パラリンピックを SDGs のもつ価値の方へ」 

 
＊シンポジウムの概要と報告＊ 

 
オリンピック・パラリンピックといえば 4 年に 1 回

世界の国々・地域の人々が集まり開かれる華やかなイ

ベントである。その目的の三本柱は、スポーツ・文化

交流・環境にある。環境を大切にするオリパラを実現

しようとするサスポンの代表羽仁カンタ氏から、その

取り組みをお聞きした。 
またオリパラの授業の一部を紹介したい。 
世界地図に次のようなデータを落とし込むことで何

が見えるのか。 

①オリパラ夏季開催国 
②リオ・オリンピックのメダル獲得数 
③過去（1896 年と 1948 年）の参加国 

その世界地図を見ながら地球的・現代的課題を語り、

思いを出しあえる場を設定した。 
 
当日は、スタッフ含め 20 名程が参加した。 
右記は当日参加者からの感想である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆オリンピックを通じて、SDGs を学ぶのが今回の授

業の内容でしたが、大変勉強になるものでした。オ

リンピックと言うと、華やかな雰囲気のもと行われ

るものとの印象が強いですが、その裏で過酷な労働

問題などがあり、課題が多いのも確かだと感じまし

た。SDGs には 17 の目標がありますが、建築の現

場監督が自殺している状況などを踏まえると、「働

きがいと経済成長」という面で、東京オリンピック

には課題があり、すぐに改善すべきことであると思

いました。オリンピックの明るい部分に目を向け、

ただ楽しむのではなく、影の部分にも目を向け、オ

リンピックを俯瞰的に見ていく姿勢が国民には求

められていくのだと、私自身は考えます。 
 
◆目前に平昌オリンピック、そして 2020 年の東京オ

リンピックを控えたこのタイミングでオリンピッ

クの表側だけでなく、裏にある労働問題や環境問題

について知ることが出来、とても貴重な時間となり

ました。特に羽仁カンタ氏の講演では、市民が主体

となって環境問題に取り組む様子を知り、様々な環

境問題を抱える今、このような取り組みはとても重

要であると感じました。 


